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１．子どもの所持物

(1) 一時保護した子どもの所持する物は、その性格によって、一時保護中本人に所持

させることが子どもの福祉を損なうおそれがある物と、その他の物の２つに分けら

れる。

(2) 児童相談所長が警察署長に子どもの一時保護委託をした場合に、警察署から通告

書に添えて送付してくるその子どもに関わる保管物も所持物に含まれる。

(3) 盗品、刃物類、子どもの性的興味を著しく誘発するような文書類等、一時保護中

本人に所持させることが子どもの福祉を損なうおそれがある物については、法第33

条の２第１項の規定に基づき、児童相談所長は「子どもの所持物」として保管する

ことができる。これらの物については子どもの意思にかかわらず保管できるが、子

どもの所有物である場合には、できる限り子どもの同意を得て保管する。

なお、平成19年の少年法改正により、警察官の触法事件に関する調査手続きが規

定されたため、盗品等は証拠物として押収される可能性がある。この場合、これら

の証拠物は警察が保管することとなることに留意が必要である。

(4) 衣類、雨具、玩具等一時保護中子どもに持たせておいてよい物については、記名

させる等子どもの退所時に紛失していないよう配慮する。また、子どもに持たせて

、 。 、おく必要のない物については 入所時に保護者に返還することが望ましい しかし

返還できない場合は、子どもの同意を得て、児童相談所長が保管する。

(5) 所持物の中に覚せい剤等がある場合には、直ちに警察署に連絡する。

２．所持物の保管

(1) 子どもの所持物は、紛失、盗難、破損等が生じないような設備に保管し 「子ど、

もの所持物及び遺留物の保管台帳」に記載しておく。

(2) 法第33条の２第１項の規定により保管を決定した子どもの所持金は、普通地方公

共団体の占有には属するが、その所有に属しない現金として管理する （地方自治。

法第235条の４第２項）

(3) 所持物の保管業務については総務部門がこれを行う。ただし、子どもの同意を得

て預かるその子どもの所持物（身のまわり品等）については一時保護部門で保管す

ることが適当である。

(4) 腐敗し、若しくは滅失するおそれのある物又は保管に著しく不便な物は、これを

売却してその代価を保管することができる （法第33条の２第２項）。

３．所持物の返還

(1) 子ども等に対する返還

ア 保管物が子どもの所有物であるときは、一時保護を解除する際にその子どもに

返還する。

イ 子どもに所持させることが子どもの福祉を損なうおそれのある物については、
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子どもの保護者等に返還することが適当である。

ウ 返還の際には受領書を徴する。

(2) 返還請求権者に対する返還

ア 保管物中、その子ども以外の者が返還請求権を有することが明らかな物につい

ては、これをその権利者に返還しなければならない （法第33条の２第３項）。

なお、上記１(3)で記述しているが、警察官の調査の一環として証拠物を押収

することもあるので、警察と協議の上、返還を決定すること。

イ なお、返還するに当たって、返還請求権を有する者であるか否かの決定は、返

還請求人の申立て、被害事実に関する警察等の公証力のある資料等に基づいて慎

重に行う。

ウ 正当な権利者と認められる場合は、当該請求者から返還請求書を求め、当該保

管物を返還する。返還の際は返還請求人から受領書を徴する。

(3) 返還請求権者不明等の場合の手続き

ア 請求権者の有無の調査によっても返還請求権者を知ることができないとき、又

はその者の所在を知ることができないときは、必要な事項を記して公告しなけれ

ばならない （法第33条の２第４項）。

イ 公告を行った後、公告の申出期間内に返還請求権者から申出のない保管物は、

都道府県等に帰属する （法第33条の２第５項）。

４．所持物の移管

一時保護した子どもが他の都道府県等の児童相談所で一時保護中の子どもであるこ

とが判明して身柄を移送する場合、その子どもに係る保管物がある場合には、原則と

して次により対応する。

ア 子どもの所有物は、子どもの身柄とともに移管する。

イ 公告した物は移管しない。

ウ 子どもの所有に属しない物で未だ公告していないものは、原則として移管しな

い。ただし、移管した方が返還請求権を有する者の利益にかなうと判断される場

合には、関係都道府県等において十分に協議し移管する。

５．子どもの遺留物の処分

(1) 子どもの遺留物

、 、一時保護中の子どもの死亡等の場合において遺留物がある場合は これを保護者

親族又は相続人（以下「遺留物受領人」という ）に交付しなければならない （法。 。

第33条の３）

(2) 処分の方法

ア 遺留物は、盗品等他に返還請求権を有する者があると認められる物を除き、す

べてこれを遺留物受領人に交付する。
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、 、イ 遺留物受領人が不明の場合は公告を行い 公告の申出期間内に申出がなければ

遺留物は都道府県等に帰属する。

ウ 腐敗し若しくは滅失するおそれのある物又は保管に著しく不便な物は、売却し

てその代価を遺留物受領人に交付することも可能である。交付した際には受領書

を徴する。

６．取扱い要領の作成

一時保護した子どもの所持物の保管、返還等については、本指針のほか関連法規、

通知を十分参照の上、具体的な取扱要領を都道府県等で定めることが適当である。

第５節 委託一時保護

(1) 子どもを一時保護する必要がある場合は、一時保護所を利用することを原則とす

るが、次に掲げる理由で委託一時保護を行うことが適当と判断される場合には、そ

の子どもを警察署、医療機関、児童福祉施設、里親その他適当な者（児童委員、そ

の子どもが通っている保育所の保育士、学校（幼稚園、小学校等）の教員など）に

一時保護を委託することができる。この場合においては、受理会議等で慎重に検討

し決定する。

① 夜間発生した事例等で、直ちに一時保護所に連れてくることが著しく困難な場

合

② 乳児、基本的な生活習慣が自立していないため一時保護所において行うことが

適当でないと判断される幼児の場合

③ 自傷、他害のおそれがある等行動上監護することが極めて困難な場合

④ 非行、情緒障害あるいは心的外傷などの子どもの抱えている問題の状況を踏ま

えれば、一時保護後に、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設あるいは医

療機関などのより専門的な機関において対応することが見込まれる場合

⑤ これまで育んできた人間関係や育ってきた環境などの連続性を保障することが

必要な場合（例えば、その子どもが住んでいる地域の里親・児童委員、その子ど

もが通っている保育所の保育士、学校（幼稚園、小学校等）の教員などに委託す

ることが適当な場合）

⑥ 現に児童福祉施設等への入所措置や里親等への委託が行われている子どもであ

って、他の種類の児童福祉施設等や里親等あるいは専門機関において一時的に援

助を行うことにより、その子どもが抱える問題について短期間で治療効果が得ら

れることが期待される場合

⑦ その他特に必要があると認められる場合

また、現に児童相談所において一時保護している子どもで、法第28条第１項の申

立て等により一時保護期間が相当長期化すると推測される場合においても、児童養
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護施設等への委託一時保護を検討する。

なお、現に児童福祉施設等への入所措置や里親等への委託が行われている子ども

を他の種類の児童福祉施設や里親あるいは専門機関に委託一時保護する際には、措

置を解除又は停止した上で委託すること。

(2) 委託一時保護については、相談・指導部門が措置部門等の協力を得て行う。

(3) 具体的委託先の選定に当たっては、環境、設備又は子どもや保護者の状況等を十

分勘案し、その子どもに も適した者を選ぶことが必要である。

(4) 委託期間については、医療機関に委託する場合等特に子どもの福祉を図る上で必

要と思われる場合等を除き必要 小限度の期間とし、速やかに他の援助等を行う。

(5) 委託一時保護を行うに当たっては、委託の期間等について保護者、委託先に通知

する。委託一時保護を解除した場合も同様である。また、一時保護委託決裁簿を備

えつけ、子どもの氏名、生年月日、住所、委託理由等を記載しておく。

(6) 委託一時保護に関する事項については本指針に定めるほか、昭和25年７月31日児

発第505号「児童福祉法において児童に対し強制的措置をとる場合について」によ

る。

第６章 事業に係る留意事項

第１節 家庭、地域に対する援助等

１．家庭、地域に対する援助

児童相談所は、個々の子どもや保護者等に対する相談援助活動のほか、家庭、地域

に対する相談援助活動の総合的な企画及びその実施を市町村等の関係機関と連携しつ

つ、積極的に行っていく。具体的には、次のような活動が考えられる。

① 比較的子どもに関する問題の多い地域に対する巡回相談

② 子育ての悩みや子どもの悩みについての電話相談

③ 不登校児童、障害児及びその保護者等を対象とした療育キャンプ、集団心理療法

等の集団指導

④ 里親研修会、児童委員研修会

⑤ 在宅障害児療育指導

⑥ 障害児保育巡回相談事業

⑦ 思春期児童の性等に関する相談

⑧ 子どもの相談機関合同一日相談会

⑨ 相談援助機関合同会議（情報交換及び援助方針検討）

⑩ パンフレットの作成配布、映画、スライド、ビデオ等の作成・貸出し、新聞、テ

レビ、ラジオ等の活用、講演会、講習会の開催、保育所、学校等他の機関の行う行

事への参加等地域住民の知識や意識を深める活動
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２．広報

児童相談所が地域のニ－ズに即応した業務を積極的に進めていくためには、その業

務内容を広く子どもを含む地域住民や関係機関が理解している必要があることから、

パンフレット等を作成し保健所、福祉事務所、児童館、市町村等の関係機関及び民間

団体等に配布するほか、地方公共団体の広報紙に掲載する等の方法により、広報活動

を計画的に行う。

３．調査・統計等

(1) 児童相談所がその業務を行うためには、住民のニ－ズを的確に把握する必要があ

り、調査・統計の事務は極めて重要である。また、児童相談所の企画活動を支え、

業務を効果的に行うため、常に調査・研究等に関する諸資料の収集整理等を行って

いくことが適当である。

(2) 過去のケ－ス記録の分析、他の機関の行った調査の分析、独自の調査の実施等に

も留意する。

第２節 巡回相談

１．巡回相談の意義

(1) 児童相談所は、管轄区域内のすべての子どもに対し、地域に密着した相談援助活

動を行うため、積極的に巡回相談を行う必要がある。

(2) 巡回相談には、個々の子どもや保護者等に対する相談援助活動を目的とするもの

と、主として地域における児童福祉活動の強化等を目的とするものがある。

２．対象地域の選定

巡回相談は次のような地域が対象となる。

① かなりの人口があるが、遠距離にある等児童相談所を利用することが困難な地域

② 団地、住宅街等の人口密集地域

③ 比較的子どもに関する問題の多い地域

④ その他必要と認められる地域

３．巡回相談の準備

(1) 巡回相談班

巡回相談は、原則として各種職員がチ－ムで行う。また、対象地域を管轄する福

祉事務所、保健所等の協力をあらかじめ求め、チ－ムを編成することも検討する。

(2) 巡回相談の場所

① 巡回相談の場所は、地域住民の交通の便を考慮して選定する。具体的には、公

民館等の集会所、児童館、学校、福祉事務所、保健所、市町村保健センター等が

考えられる。

② 巡回相談の場所には、待合室、面接室等を確保し、そこで使用する 小限の物
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品を備える。

(3) 広報活動

① 巡回相談は年間計画を作成し、対象地域の関係機関等と十分な協議を行い、実

施に際し支障がないようにする。

② 巡回相談を行う際には、趣旨、会場、日時等について地域住民に広報を行う。

４．巡回相談の実施

(1) 巡回相談は、限られた時間内に多くの相談に対応するため、予約制等の方法も工

夫する。

、 。(2) 巡回相談の場で助言指導等により終結できる事例については 助言指導等を行う

また、継続して観察を行うことが必要な事例については、日常生活で特に注意する

点、観察すべき点等について助言指導等を行い、原則として子どもや保護者等の同

意を得て、必要に応じ要保護児童対策地域協議会、児童委員、担当教師等に連絡し

協力を依頼する。

(3) 助言指導等により終結させることが困難な事例については、今後の相談援助の方

法等について子どもや保護者等と十分協議し、次回の面接日時等を決定する。

５．巡回相談実施後の対応

(1) 巡回相談で受け付けた相談も、一般の相談と同様、受理会議に提出し検討する。

(2) 巡回によって把握した地域の子どもの状況等は福祉事務所等の関係機関に伝達す

る。

第３節 児童虐待防止対策支援事業

１．趣旨

児童虐待防止対策支援事業は、児童相談所が地域の医療、法律その他の専門機関や

職種の協力を得て、高度で専門的な判断が必要となるケースへの対応が可能となる体

制を確保するとともに、相談機能を強化し、もって子どもの福祉の向上を図ることを

目的とする。

２．事業内容

(1) カウンセリング強化事業

（ 「 」児童相談所が児童虐待問題に関して熱意を有する精神科医等 以下 精神科医等

という ）の協力を得て実施するものであり、地域の実情を踏まえた上で、精神科。

医等と契約を締結して実施するものとする。なお、精神科医等の役割は以下のとお

り。

ア 児童相談所が児童虐待の相談を受理した際、必要に応じ医学的診断を行うもの

とする。

イ 児童相談所の援助方針会議において、必要に応じ保護者に関する援助方針につ
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いて、助言を行うものとする。

ウ 援助方針会議で保護者に対する心理療法が決定した場合、心理療法を担当する

職員に対し適宜助言を行うとともに、必要に応じ保護者に対するカウンセリング

等を行うものとする。

エ カウンセリング強化事業の一つである家族療法事業について、この場合の「家

族療法」とは、特定の治療法を意味するものではなく、虐待を受けたまたはその

おそれのある子どもや家族に対して、心理的側面等からのケアを行うなど、家族

再統合や家族の養育機能の再生・強化に向けた取り組みを意味するものであり、

個別ケースの状況や児童相談所の体制等の実情に応じて行うものとする。

(2) 法的対応機能強化事業

保護者からの反発や暴力を受けることや保護者とトラブルになることも多く、子

どもの安全な身柄保護やそれ以降の継続援助が極めて困難になるため、弁護士、警

察官ＯＢ等による司法的な調整や援助を得ることにより、児童相談所の援助を円滑

に行うことができるものとする。なお、弁護士等の役割は、次に掲げるいずれかの

業務を行うものとする。

ア 児童相談所が児童虐待等の相談を受理した際、必要に応じて法的対応に関する

助言や関係者との調整を行うものとする。

イ 法的申立を行うなど、司法的対応が必要となる場合には、保護者等、家庭裁判

所及び関係機関との調整を行うものとする。または、臨検又は捜索に係る許可状

の請求等に当たって、その円滑な請求等が可能となるよう助言等を行うものとす

る。

(3) スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業

高度な専門性をもった学識経験者や警察官ＯＢ等の実務経験者からの援助を受け

ることにより、児童相談所におけるスーパーバイズ・権利擁護機能を強化するもの

である。なお、学識経験者等の役割は、次に掲げるいずれかの業務を行うものとす

る。

ア 多問題家族、施設内虐待など高度な専門的対応や組織的な対応が必要となるケ

、 （ 。）ースについて その家族及び施設入所中の子ども 一時保護中の子どもを含む

等に対し、専門的技術的助言・指導等を行うものとする。また、臨検又は捜索に

係る許可状の請求等に当たって、その円滑な請求等が可能となるよう助言等を行

うものとする。

イ 施設における援助状況の実態把握・評価や施設援助のあり方等に対する専門的

技術的助言・指導等を行うものとする。また、施設における第三者評価事業と連

携することにより、入所者の援助の向上等を図るものとする。

ウ 問題が複雑で援助方針や自立支援計画を立てるために専門的判断などが必要な
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ケース等に対して専門的技術的助言・指導等を行うものとする。

エ 虐待等による子どもの死亡事例を未然に防ぐとともに、子どもの権利擁護に関

する意識を高めるため、援助困難事例における会議や死亡事例検証委員会等を開

催するにあたっては、専門的技術的助言・指導等を行うものとする。

(4) 一時保護機能強化事業

一時保護所が有する行動観察や短期入所指導の機能を充実・強化するため、実務

経験者である教員ＯＢ、看護師、心理士、警察官ＯＢ、児童指導員ＯＢ及び通訳な

どによる一時保護対応協力員を配置し、的確な心身の状態把握・評価（アセスメン

ト）を行い、一時保護中の子どもに適切な教育、医療的・心理的支援などを実施す

ることにより、子どもの健全育成の推進や一時保護所が抱えている問題の改善を図

るものである。

一時保護対応協力員は、一時保護所に置き、所長の監督を受け、次に掲げるいず

れかの業務を行うものである。また、必要に応じ委託一時保護先に派遣することも

できる。

① 学習指導協力員

保護している子どもの個々の学力に応じた学習指導を行うものとする。

② 障害等援助協力員

疾病や障害を有する乳幼児等に対する保健・医療面への対応や、心的外傷のあ

る子どもに対する心理治療を行うものとする。

③ トラブル対応協力員

混合援助などからくる子どもの間でのトラブルや保護者とのトラブル等の軽減

や夜間休日等における即時対応体制の強化を図ることとする。

④ その他（外国人対応協力員（通訳など）等）

個々の保護している子どもが抱える問題（言語面等）を踏まえ、的確なアセス

メントが行えるよう、児童指導員を補助することとする。

(5) ２４時間・３６５日体制強化事業

、 、児童相談所は 児童相談に関する役割を担う市町村を後方支援することを踏まえ

夜間休日を問わず、いつでも相談に応じられる体制の整備を図るため、２４時間・

３６５日体制対応協力員を配置するものである。

ア ２４時間体制強化については、児童相談所が各々の通常の開所時間外の時間帯

に、３６５日体制強化については、児童相談所が閉所している祝休日に、相談援

助技術や相談援助活動経験のある児童相談所ＯＢ職員等の非常勤職員等を配置

し、随時直接相談に応じられる体制を図るものとする。

イ また、アに掲げる時間帯または祝休日に、児童相談所の職員を充てた場合の、

平日の時間帯におけるアに定める非常勤職員等を配置する場合の体制強化につい
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ても対象とする。

(6) 保護者指導支援事業

施設長期入所児童の親など困難事例に対して、改善へと向かうよう、児童福祉司

と連携して継続的な指導を行う保護者指導支援員を配置し、子どもの家庭復帰への

取組の強化を図るものである。なお、この事業は、次のいずれかの方法により実施

するものとする。

ア 児童福祉司又は児童心理司と同等程度の知識等を有する者を、保護者指導支援

員として児童相談所に配置する。

イ 児童福祉司又は児童心理司と同等程度の知識等を有する者を、保護者指導支援

員として確保する社会福祉法人等に事業を委託する。

３．その他

児童虐待防止対策支援事業については、本指針に定めるほか、平成17年5月2日雇児

発第0502001号「児童虐待防止対策支援事業の実施について」による。

第４節 ひきこもり等児童福祉対策事業

１．趣旨

ひきこもり等の状態にある子ども及びその家庭に対し、学校及び保健所等の関係機

関と連携を図りつつ、児童相談所や児童養護施設等の機能を活用し、総合的な援助を

行うことにより、子どもの自主性及び社会性の伸長、登校意欲の回復並びに家庭にお

ける養育機能の強化を図り、もってこれら子どもの福祉の向上に資する事を目的とす

る。

２．事業内容

(1) ふれあい心の友訪問援助事業

児童相談所の児童福祉司の指導の下、学生等のボランティア（ﾒﾝﾀﾙﾌﾚﾝﾄﾞ）がひ

きこもり等の子どもの家庭等を訪問し、当該子どもとのふれあいを通じて、子ども

の福祉の向上を図る。

(2) ひきこもり等児童宿泊等指導事業

ひきこもり等の子どもを一時保護所等に宿泊又は通所させ、集団的に生活指導、

心理療法、レクリエーション等を実施し、子どもの福祉の向上を図る。

(3) ひきこもり等保護者交流事業

コーディネーター（児童相談所ＯＢやひきこもりの子どもをもっていた親等）の

支援のもとに、ひきこもりの子どもをもつ保護者を対象として、講習会やグループ

ワークなどを実施し、ひきこもり等の子どもに対応する力を身につけさせ、子育て

に対する不安を軽減するなど子育て家庭に対する支援の充実を図る。

３．その他
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ひきこもり等児童福祉対策事業については、本指針に定めるほか、平成17年３月28

日雇児発第0328006号「ひきこもり等児童福祉対策事業の実施について」による。

第５節 養子縁組

１．養子縁組の意義

(1) 児童福祉における養子縁組の意義は、保護者のない子ども又は家庭に恵まれない

子どもに暖かい家庭を与え、かつ、その子どもの養育に法的安定性を与えることに

より、子どもの健全な育成を図るものであり、児童相談所は、要保護児童対策の一

環として、保護に欠ける子どもが適当な養親を見出し、適正な養子縁組を結べるよ

う努める。

(2) 養子縁組については、民法（明治29年法律第89号）第792条以下において規定す

る養子縁組（以下「普通養子縁組」という ）と同法817条の２以下において規定す。

る特別養子縁組の２種類がある。

２．調査、認定等

(1) 自己の養子とする子どものあっせんを希望する者（以下「養子縁組希望者」とい

う 、自己の子を他の者の養子とすることを希望する者等からの相談を受けた場合。）

には、受理会議で検討し調査、認定等を行う。この場合には、原則として里親の場

合に準ずる。

(2) 調査等を行った後援助方針会議で検討し、養子縁組のあっせんを行うことが適当

と判断される者がある場合には、養子縁組のあっせんに関し必要な援助を行う。

(3) 里親が委託されている子どもと養子縁組を希望する場合には、事情を十分調査し

た後援助方針会議で検討し、適当と判断される場合には必要な援助を行う。

３．あっせん手続き

(1) 養子縁組のあっせんを行う場合には、子どもや保護者等の縁組についての同意を

できるだけ得ておくことが適当である。

(2) 養子縁組のあっせんを行うことが適当と判断される場合には、養子縁組希望者に

子どもを少なくとも６カ月以上里親として養育することを勧めることが適当であ

る。

(3) 里親委託の要件に該当しない等の事情により里親委託を行わない場合には、養子

縁組希望者に対し法第30条第１項に規定する同居児童の届出を行うよう指導し、法

第27条第１項第２号に基づく児童福祉司指導を行う等、里親の場合と同等の指導体

制をとる。

(4) 子どもが15歳未満で法定代理人がいない場合は、子どもの住所地を管轄する家庭

裁判所に対し未成年後見人選任の手続きをとる。なお、施設に在籍する親権を行う

者のない子どもの普通養子縁組の場合には、施設長が都道府県知事等の許可を受け
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。（ 、 、 ）て親権代行者としてその縁組を承諾する 法第33条の７ 法第47条 民法第840条

(5) ６か月以上の期間の養育状況を調査し、援助方針会議で検討し、養子縁組を行う

ことが適当と判断される場合には、養子縁組希望者に対し、家庭裁判所に申立て等

を行うよう助言する。なお、特別養子縁組の場合は、これにより実方の父母等との

親族関係が終了すること、離縁が厳しく制限されていること等その特徴に十分配慮

して対応する。

４．離縁の訴

子どもが15歳未満であって、普通養子縁組の結果が子どものため適当でないことを

発見し養親が協議上の離縁をしない場合は、家庭裁判所により離縁後に子の未成年後

見人となるべく選任された児童相談所長は、離縁の訴を提起することができる。

、 。なお 特別養子縁組については児童相談所長は離縁の訴を提起することはできない

５ 都道府県等間の連絡

２つの都道府県等にまたがる養子縁組のあっせんについては、各都道府県等は相互

に緊密な連絡をとり必要な協力を行う。この場合においては、里親に関する都道府県

等間の連絡の場合に準ずる。

６．家庭裁判所との連携

(1) 養子縁組について家庭裁判所から調査等を嘱託された場合においては、児童福祉

の観点から必要な協力を行う。特に、特別養子縁組に関して、家事審判規則第８条

に基づき調査委嘱がなされた場合には、十分な配慮が必要である。

(2) 児童相談所があっせんした養子縁組又は里親に委託した子どもが養子縁組を行う

場合には、当該養子縁組をあっせんした児童相談所又は里親委託を行った児童相談

所が中心となって家庭裁判所と連絡を行う。

(3) (2)以外の場合については、子どもの居住地を管轄する児童相談所が中心となっ

て家庭裁判所と連絡を行う。

７．その他

(1) 国際養子縁組については、基礎資料作成や手続き、制限事項等について社会福祉

法人日本国際社会事業団と十分連携を図ることが適当である。

(2) 養子縁組については、本指針に定めるほか次の通知による。

① 昭和62年10月31日児発第902号「養子縁組あっせん事業の指導について」

② 昭和62年11月18日児育第27号「特別養子制度における家庭裁判所との協力につ

いて」

③ 昭和23年厚生省令第11号「児童福祉法施行規則」

④ 平成14年厚生労働省令第116号「里親が行う養育に関する 低基準」

⑤ 平成14年9月5日雇児発0905002号「里親制度の運営について」

⑥ 平成14年9月5日雇児発0905004号「養子制度等の運用について」
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⑦ 平成20年4月1日雇児発0401011号「里親支援機関事業の実施について」

⑧ 平成14年9月5日雇児発0905006号「里親の一時的な休息のための援助の実施に

ついて」

⑨ 平成18年8月28日雇児福発0828001号「養子縁組あっせん事業を行う者が養子の

養育を希望する者から受取る金品に係る指導等について」

第６節 １歳６か月児、３歳児精密健康診査及び事後指導

１．精密健康診査、事後指導の意義

(1) 乳幼児の精密健康診査、事後指導は、疾病や障害の早期発見、早期援助を行い、

また、将来の人格形成の基礎を育成して、生涯にわたる健全な生活を保持増進する

ものである。

(2) 市町村が実施した１歳６か月児、３歳児健康診査の結果、より一層精密に健康診

査を行う必要のある子どものうち、精神発達面について児童相談所による専門的な

助言・指導が必要であると思われるものは、児童相談所に精密健康診査を依頼され

る場合もある。この場合、健康診査を行った市町村が交付する「１歳６か月児精密

健康診査受診票」又は「３歳児精密健康診査受診票」に基づき行う。なお、その子

どもについては、必要に応じて、相談援助を行うものとする。

２．対象となる子ども

市町村が実施する１歳６か月児健康診査、３歳児健康診査の結果、精神発達面にお

いて問題があり、より精密に健康診査を行い、児童相談所による専門的な助言・指導

が必要であると認められる子どもであって、児童相談所に依頼のあったものに対し、

精神発達面における精密健康診査を行うよう努める。なお、その結果については、そ

れぞれ１歳６か月児精密健康診査受診票、３歳児精密健康診査受診票により市町村に

通知する。

３．事後指導

(1) 精神発達面における精密健康診査の結果、特に専門的な援助が必要とされる在宅

、 、 。の子ども 保護者等については 市町村等と十分な連携を図りつつ事後指導を行う

また、場合によっては、児童福祉施設入所措置、医療機関等への紹介等を行う。

(2) 事後指導の経過及び結果は、個々の児童記録票に記載し、必要に応じその内容を

保健所等関係機関に通知する。

(3) 乳幼児の発達、しつけ及び家庭における養育上の注意等を記載した読本、パンフ

レット等を作成し、事後指導を要する子どもの家庭に対し配布する。

第７節 障害児（者）に対する事業

１．事業の種類
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(1) 児童相談所が中心になって行う障害児（者）に対する事業には次のものがある。

① 在宅重症心身障害児（者）訪問指導事業

② 在宅障害児指導事業

(2) これらの事業は、継続的に指導等を行うことにより、在宅の障害児（者）及びそ

の保護者等の福祉の向上を図ることを目的とするものであり、児童相談所はこの趣

旨を十分理解し、適切な運営を行う。

２．在宅重症心身障害児（者）訪問指導事業

(1) 本事業は、重症心身障害児（者）のいる家庭を訪問し、必要な指導等を行い、も

って重症心身障害児（者）とその家庭の福祉の向上を図るために実施する。

(2) 本事業の実施に当たっては、児童相談所は福祉事務所、保健所、身体障害者更生

相談所、知的障害者更生相談所等による連絡協議会を設け、対象の把握、名簿の作

成、訪問指導の計画、訪問指導の内容、結果等に関して連絡及び協議を行い、事業

の円滑な実施及び内容の向上を図ることが必要である。

(3) 重症心身障害児施設、肢体不自由児施設等に対しても、連絡協議会への積極的参

加を求めるとともに、重症心身障害児（者）の関係団体との連絡を密にし、本事業

の円滑な推進を図る。

(4) 児童相談所は、相談に応じた重症心身障害児（者）について必要な事項を名簿に

記載し、所内に備えて置くことが適当である。

(5) 本事業はすべての重症心身障害児（者）を対象として実施するものであるが、特

にその障害の程度、家庭の状況等に応じて、訪問指導の必要度の高い者について重

点的に行い、その指導内容に もふさわしい職員が行う。

(6) 訪問指導の結果は、援助方針会議等で検討する。

(7) 訪問指導の連続性を保つとともに、事後の援助にいかすために、児童相談所は児

童記録票を起こす。

３．在宅障害児指導事業

(1) 本事業は専門的な指導を受ける機会が十分でない地域の在宅障害児に対する指導

を強化するために行う。

、 、 、(2) 児童相談所は 巡回指導を必要とする地域 対象者の実情及び特性を常に把握し

当該地域の関係機関、関係団体等の協力を得て、具体的な実施計画を作成する。

(3) 本事業は、原則として児童福祉司、児童心理司、医師、臨床検査技師、保健師等

のチ－ムにより行う。

(4) 本事業による指導の経過及び結果については、援助方針会議等で検討し、個々の

児童記録票に記載する。

４．その他

(1) これらの事業の実施に当たっては、本指針に定めるほか次の通知による。
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① 昭和42年２月13日発児第１１号「在宅重症心身障害児（者）に対する訪問指導

について」

② 昭和49年４月22日児発第211号「在宅障害児指導事業（巡回指導バス）につい

て」

(2) このほか、児童相談所は次の通知に定める各事業等と十分に連携を図る必要があ

る。

① 平成10年８月11日障第476号「障害児通園（デイサービス）事業について」

「 」② 昭和54年７月11日児発第514号 心身障害児総合通園センターの設置について

③ 平成12年3月29日児発第247号「特別保育事業の実施について」

「 」④ 平成元年５月29日児発第397号 知的障害者地域生活援助事業の実施について

⑤ 平成12年7月7日障第529号「障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業に

ついて」

⑥ 平成10年7月16日障第420号「全国障害者スポーツ大会について」

「 」 」⑦ 平成10年7月24日障第434号 障害者の明るいくらし 促進事業の実施について

⑧ 平成18年４月３日障発第0403008号「知的障害児施設入所者の地域生活への移

行の促進について」

⑨ 平成16年１月６日障発第0106001号「強度行動障害特別処遇加算費について」

⑩ 平成15年11月10日障発第1110001号「重症心身障害児(者)通園事業の実施につ

いて」

⑪ 平成14年9月10日障発第0910001号「自閉症・発達障害支援センター運営事業の

実施について」

⑫ 平成17年4月4日障発第0404001号「障害児施設における被虐待児受入加算費及

び重度重複障害児加算費について」

⑬ 平成17年4月19日雇児発第0419001号「一時保護委託児童の被虐待児受入加算費

について」

第８節 特別児童扶養手当、療育手帳に係る判定事務等

１．特別児童扶養手当に係る判定事務

(1) 対象となる子ども

特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）第２条第１項

の障害児及び同条第２項の重度障害児についての知的障害の認定診断書の作成につ

いては、児童相談所も行うことができる。児童相談所の判定の対象となるのは、認

定請求を行う者又は都道府県等児童福 祉主管課のいずれかから診断書の作成を求

められた障害児である。

(2) 判定の実施
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ア 特別児童扶養手当認定診断書の作成は、医師が児童心理司等の協力を得て行う

ことが原則である。また、判定を行うに当たっては、対象となる子どもや保護者

等の利便を考慮し、日時、場所等をあらかじめ定め、場合によっては巡回相談の

機会を利用する。

イ 判定を行った場合は、援助方針会議等で検討し、速やかに作成した診断書を添

付し、児童相談所長名で認定請求者又は都道府県等児童福祉主管課に回答する。

また、児童相談所においては、児童記録票を作成する。

ウ 知的障害児の場合は、判定後おおむね２年後に再判定を行う。

(3) 判定の基準

ア 知的障害の判定は、平成14年3月28日障発第0328009号「特別児童扶養手当等の

」支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定要領等の一部改正について

中の「障害等級認定基準 「第７節精神の障害」に基づき行う。」

イ 判定に当たっては、単に現在の状態及び障害の有無等に着目するに留まらず、

医学的な原因、経過、予後の判断をもできるかぎり調査、検討し、また、日常

生活能力の判定に当たっては、身体的能力及び精神的能力、特に、知情意面の

障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

２．療育手帳に係る判定事務

(1) 療育手帳制度の目的

療育手帳制度は、知的障害児（者）に対し一貫した相談・指導を行うとともに、

各種の援助措置を受け易くすることにより、知的障害児（者）の福祉の増進を図る

ことを目的としている。

(2) 判定の実施

ア 療育手帳制度の申請を受けた福祉事務所は、児童相談所又は知的障害者更生相

談所を経由して都道府県知事等に進達する。児童相談所又は知的障害者更生相談

所は、交付対象者について判定を行い、判定結果を記入の上、都道府県知事等に

進達する。進達を受けた都道府県知事等は、児童相談所又は知的障害者更生相談

所の判定に基づき交付を決定し、福祉事務所を経由して申請者に交付する。

イ 療育手帳の判定は、原則として医師、児童心理司等のチームにより行い、障害

の有無、程度等について援助方針会議等で検討する。場合によっては、その後の

援助についても検討する。

ウ 原則として２年後に再判定を行う。

(3) 療育手帳の効用

療育手帳の効用は、判定の概要や援助を受けた経過を正確に記録し、事後の援助

の参考とするとともに、特別児童扶養手当（重度障害の記載があるものに限る 、）

心身障害者扶養共済、国税・地方税の控除・減免、公営住宅の優先入居、ＮＨＫ受
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信料の免除等の手続上の簡略化が図られることである。

(4) その他

療育手帳に係る判定事務については、本指針に定めるほか次の通知による。

① 昭和48年９月27日発児第156号「療育手帳制度について」

② 昭和48年９月27日児発第725号「療育手帳制度の実施について」

３ 重度判定

(1) 重度知的障害児収容棟、肢体不自由児施設重度病棟の対象児童及び盲重度児、ろ

うあ重度児（18歳を超えて入所している者を含む ）の判定は、知的障害児施設、。

肢体不自由児施設等の協力を得て児童相談所において行う。

(2) 判定は、原則として医師、児童心理司等のチームにより行い、援助方針会議等で

検討する。

(3) 具体的には次の通知により行う。

① 昭和39年３月13日児発第197号「重度知的障害児収容棟の設備及び運営の基準

について」

② 昭和39年９月12日児発第809号「肢体不自由児施設重度棟の設備及び運営の基

準について」

③ 昭和44年５月21日児発第332号「盲重度児及びろうあ重度児の保護指導の強化

について」

第７章 各種機関との連携

第１節 各種機関との連携の重要性

(1) 子どもや家庭をめぐる問題は複雑・多様化しており、問題が深刻化する前の早期

発見・早期対応、子どもや家庭に対するきめ細かな支援が重要となっている。その

、 、 、 、ためには 児童相談所の有する機能等のほか 福祉事務所 知的障害者更生相談所

身体障害者更生相談所、児童福祉施設、児童委員、児童家庭支援センター等福祉分

野の機関のみならず、保健所、精神保健福祉センター、市町村保健センター、家庭

裁判所、学校、教育委員会、警察、人権擁護委員、民間団体等種々の分野の機関と

も連携を図るとともに、各機関とのネットワークを構築して、その活用を図ること

が必要である。

(2) こうした関係機関の円滑な連携を図るためには、これらの機関の機能や仕組及び

関連制度等について的確に把握するとともに、児童相談所の機能や仕組等について

も関係機関の理解を求める等、各機関の相互理解に基づく一体的な連携が重要であ

る。

、 、(3) 複数の機関が連携しながら相談援助を進める場合 事例の進捗状況や援助の適否

問題点、課題等について、特定の機関が責任をもって把握、分析、調整等（ケース
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マネージメント）を行う必要があるが、どの機関がこれを行うのか常に明らかにし

ておく必要がある。

(4) 特に、近年子どもに対する虐待が増加しているが、虐待は家庭内で行われること

が多いため、早期発見が困難な場合が多く、また、同時に多くの問題を抱えている

場合が多いことから、関係機関が一堂に会し、情報交換を行うとともに、共通の認

識に立ってそれぞれの役割分担を協議する等、各関係機関が連携しながら早期発見

並びに効果的対応を図ることが極めて重要である。

(5) このため、平成16年児童福祉法改正法により、地方公共団体は、要保護児童の適

切な保護を図るため、関係機関等により構成され、要保護児童及びその保護者に関

する情報等の交換や要保護児童等に対する支援内容の協議を行う要保護児童対策地

、 、域協議会を置くことができることとされ さらに平成19年児童福祉法改正法により

当該協議会の設置が努力義務とされたところである。

(6) 児童相談所は、児童家庭相談への対応について、市町村とともに中核的な役割を

担っており、市町村による要保護児童対策地域協議会の設置や運営を支援するなど

に積極的に取り組むことが求められる。

(7) また、虐待の早期発見については、平成16年児童虐待防止法改正法により、子ど

もの福祉に職務上関係のある者だけでなく、学校、児童福祉 施設、病院等の児童

の福祉に業務上関係のある団体も児童虐待の早期発見に責任を負うことが明確にさ

れるとともに、通告の対象が「児童虐待を受けた児童」から「児童虐待を受けたと

思われる児童」に拡大された。

これを踏まえ、関係機関等に対し平成16年児童虐待防止法改正法の内容を周知す

るとともに、虐待の早期発見のため、通告はためらうことなく、幅広く行うよう依

頼することも必要である。

(8) さらに、児童相談所は、地域における各種機関相互の有機的な連携を図るととも

に、児童相談所と各種機関相互の情報流通を良くする観点から、関係機関の関与が

必要な事例に関する情報について、抱え込むことなく、市町村及び要保護児童対策

地域協議会に対し積極的に提供するものとする。

(9) 個々の事例に関して他の機関にあっせんする等の場合には、子どもや保護者等の

、 、了解を得ることを基本とし やむを得ずこうした了解が得られない場合においても

参加機関に守秘義務が課せられる要保護児童対策地域協議会を活用するなど、プラ

イバシ－保護に留意する。

(10) また、個別ケースに関する援助方針の策定に当たっては、民間団体を含め、様

々な連携する関係機関の意見を十分に踏まえるとともに、関係者による事後的な評

価に努めること。
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第２節 市町村との関係

１．市町村の位置付け

(1) 平成16年児童福祉法改正法により、児童家庭相談に応じることが市町村の業務と

して法律上明確化された。

具体的には、市町村は児童福祉法の施行に関し、次に掲げる業務を行うこととさ

れている（法第10条第１項各号 。）

① 子ども及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。

② 子ども及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。

③ 子ども及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応じ、必要な調査及

び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。

(2) 平成20年児福法改正法により、市町村職員に対する研修が都道府県の業務とされ

たことから、都道府県は次に掲げる業務を行うこととされ、児童相談所は、こう

した業務のうち、子どもの福祉に関し、主として①及び②のイからオまでに掲げ

る業務を行うものとされている （法第11条第１項各号及び第12条第２項）。

① (1)に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に

対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに

付随する業務を行うこと。

② 子ども及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。

ア 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。

イ 子どもに関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要

とするものに応ずること。

、 、 、 、ウ 子ども及びその家庭につき 必要な調査並びに医学的 心理学的 教育学的

社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。

エ 子ども及びその保護者につき、ウの調査又は判定に基づいて必要な指導を行

うこと。

オ 子どもの一時保護を行うこと。

(3) その上で、こうした市町村と都道府県の連携については、まず市町村長は、

① (1)の③に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものについて

、 （ ）、は 児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならず 法第10条第２項

② (1)の③に掲げる業務を行うに当たって、医学的、心理学的、教育学的、社会

学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めなけ

ればならない （法第10条第３項）。

(4) 他方、都道府県知事は、市町村の(1)に掲げる業務の適切な実施を確保するため

必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる （法。

第11条第２項）
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(5) 法第27条の措置を要すると認められる者並びに医学的、心理学的、教育学的、社

会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、市町村から児童相談所に送致

される。

(6) なお、児童相談所に送致された事例についても、引き続き、市町村において実施

されている保健サービスや一般の子育てサービス等が必要である場合や、児童相談

所の措置後に市町村が中心となって対応することとなる場合もある。このため、児

童相談所は、市町村から送致を受けた事例についても情報の共有など市町村と十分

に連携を図り、協働して支援をしていくことが重要である。

２．個別的事項

(1) １歳６か月児に係る精神発達面における精密健康診査並びに３歳児に係る精神発

達面における精密健康診査及びこれらの事後指導を行う場合には、児童相談所は市

町村と十分に連携を図って行う。

(2) 保育の実施が必要な子どもについては、これを市町村に通知する。なお、児童虐

待防止法第13条の２により、市町村は、保育所に入所する子どもを選考する場合に

は、児童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮をしな

ければならないこととされていることに留意すること。

(3) 児童相談所は市町村が障害児保育事業又は障害児デイサービス事業を行う場合に

は、必要に応じ判定、相談等を行う。

(4) 子どもを養育している家庭の保護者が疾病等の社会的事由や仕事の事由等によっ

て家庭における子どもの養育が一時的に困難となった場合などには、子育て短期支

援事業の活用について、市町村に通知する。

(5) 子どもを養育している家庭が、養育困難家庭（出産後間もない時期の養育者が、

育児ストレス等の問題によって子育てに対して不安や孤立感等を抱える家庭、又は

虐待のおそれや、そのリスクを抱える家庭等）として養育支援の必要性が認められ

る場合には、養育支援訪問事業の活用について、市町村に通知する。

、 。(6) 棄児を受理した場合は 必要に応じ新たに戸籍を作成するよう市町村に届け出る

(7) 巡回相談、児童福祉に関する企画、広報等を行う場合には、市町村と十分連携を

図る。

(8) その他児童相談所は児童居宅介護等事業等市町村が実施主体となっている事業の

実情を把握し、十分な連携を図っていく。

(9) 平成19年児童福祉法改正法により、市町村長は、児童虐待防止法第８条の２の

出頭要求、同法第９条第１項の立入調査又は法第33条の一時保護の実施が適当であ

ると判断した場合には、その旨を都道府県知事等 又は児童相談所長に通知するも

、 、 。のとされたが 当該通知があった場合においても 適切な対応を講ずる必要がある

なお、都道府県知事等は、当該通知に係る措置の実施状況について、都道府県児
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童福祉審議会に報告しなければならないこととされている。

第３節 要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）

１．制度の趣旨

(1) 虐待を受けている子どもを始めとする要保護児童の早期発見や適切な保護を図る

ためには、関係機関が当該児童等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下

で対応していくことが重要であるが、こうした多数の関係機関の円滑な連携・協力

を確保するためには、

① 運営の中核となって関係機関相互の連携や役割分担の調整を行う機関を明確に

するなどの責任体制の明確化、

② 関係機関からの円滑な情報の提供を図るための個人情報保護の要請と関係機関

における情報共有の関係の明確化

が必要である。

(2) このため、平成16年児童福祉法改正法において、

① 地方公共団体は、要保護児童等に関する情報の交換や支援内容の協議を行う要

保護児童対策地域協議会（ 子どもを守る地域ネットワーク 。以下 「協議会」「 」 、

という ）を設置できることとし、。

② この協議会に、その運営の中核となり、要保護児童等に対する支援の実施状況

の把握や関係機関等との連絡調整を行う調整機関（要保護児童対策調整機関）を

置くこととし、

③ さらに、協議会の構成員に対して守秘義務を課すとともに、要保護児童等に関

、 、する情報交換や支援内容の協議を行うため必要があると認めるときは 協議会は

関係機関等に対して情報の提供等の必要な協力を求めることができることとされ

た。

(3) また、平成19年児童福祉法改正法において、協議会の設置が努力義務化されたこ

とから、児童相談所としても一層その設置に向けた支援を行う必要があることに留

意されたい。

(4) 地域協議会の設置が進んでいる一方で、市町村等の関係機関が関与しながら児童

が虐待により死亡するケースがあること、また、児童虐待の発生予防の観点から、

地域協議会が関与することにより、関係機関が連携して予防に向けた支援を実施で

きるよう、地域協議会の機能強化を図ることが必要である。このため、平成20年児

童福祉法改正法により、平成21年４月から、地域協議会における協議の対象を、養

育支援が特に必要である児童やその保護者、妊婦に拡大するとともに、要保護児童

対策 調整機関に、児童福祉司たる資格を有する職員や保健師、助産師、看護師、

、 、 。保育士 教員 児童指導員等の専門職を配置する努力義務が課されたところである
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２ 協議会の運営

(1) 設置主体

協議会の設置主体は地方自治法第１条の３に規定する地方公共団体である。協議

会は、個別の要保護児童等に関する情報交換や支援内容の協議を行うことを念頭に

置いていることから、基本的には住民に身近な市町村が設置主体となると考えられ

るが、地域の実情に応じ、複数の市町村が共同で設置することも考えられる。

なお、複数の市町村による共同設置については、一部事務組合や広域連合を設け

ることなく、事実上共同で設置することも可能である。

このように市町村が設置主体となる協議会については、児童相談所は、その構成

員として参画し、個別ケースの見立てを行うなど、市町村の後方支援を行うことが

期待される。

一方、都道府県等が設置主体となる協議会については、自らが、３に定める要保

護児童対策調整機関になるなど、中心的な役割を果たすことが期待される。

(2) 地域協議会における支援の対象者

、 、地域協議会の支援対象者は以下のとおりであり 虐待を受けた子どもに限られず

非行児童等も含まれる。

① 法第６条の２第８項に規定する「要保護児童（保護者のない児童又は保護者に

監護させることが不適当であると認められる児童 」及びその保護者）

② 法第６条の２第５項に規定する「要支援児童（保護者の養育を支援することが

特に必要と認められる児童（要保護児童に該当するものを除く 」及びその保。））

護者

③ 法第６条の２第５項に規定する「特定妊婦（出産後の養育について出産前にお

いて支援を行うことが特に必要と認められる妊婦 」なお、上記①、②、③を総）

称して「要保護児童等」という。

(3) 構成員

協議会の構成員は、法第25条の２第１項に規定する「関係機関、関係団体及び児

童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者」であり、地域の実情に応じ

て、福祉、保健、医療、教育、警察、司法等の関係者や民間団体、ボランティア団

体等幅広い者を参加させることが可能である。

(4) 業務

協議会は、要保護児童等に関する情報その他要保護児童等の適切な保護又は支援

を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容

に関する協議を行う。

協議会については、個別の要保護児童等に関する情報交換や支援内容の協議を行

うことを念頭に、要保護児童対策調整機関や協議会の構成員に対する守秘義務が設
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けられており、個別の事例について担当者レベルで適時検討する会議（個別ケース

検討会議）を積極的に開催することはもとより、構成員の代表者による会議（代表

者会議）や実務担当者による会議（実務者会議）を開催することが期待される。

また、支援が必要であるにもかかわらず、連絡先等が不明となってしまった子ど

もや保護者等に関する情報を共有し、これらの者を早期に発見し、必要な支援を行

うことも期待される。

なお、協議会の対象は、虐待を受けている子どものほか、非行児童や障害児、妊

婦等も含まれることも踏まえ、虐待、非行、障害、妊婦等の分科会を設けて対応す

ることも考えられる。個別ケース検討会議への個別の要保護児童等に関する情報の

提供については、あらかじめ子どもや保護者、妊婦本人の理解を得ておくことが望

ましいが、その子ども等の保護又は支援のために特に必要がある場合であって、こ

れらの者の理解を得ることが困難であるときはこの限りではない。

こうした要保護児童等に関する情報の交換や支援内容の協議を行うために必要が

あると認めるときは、協議会は、関係機関等に対して、資料又は情報の提供、意見

の開陳その他必要な協力を求めることができる。

３ 要保護児童対策調整機関

(1) 多数の関係機関から構成される協議会が効果的に機能するためには、その運営の

中核となって関係機関相互の連携や役割分担の調整を行う機関を明確にするなどの

責任体制の明確化が重要であることから、こうした業務を行う調整機関（要保護児

童対策調整機関）を協議会に置くこととされている。

(2) 協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会の的確な運営を図る観点から、協

議会を構成する関係機関等のうちから、１つの機関を要保護児童対策調整機関を指

定する。

(3) 要保護児童対策調整機関には、児童福祉担当部局あるいは母子保健担当部局とい

った児童福祉に関係の深い部局が指定されることが想定されるが、具体的にどの関

係機関等を調整機関として指定するかは各地方公共団体の児童相談体制の実情等に

よる。

(4) 要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児

童等に対する支援が適切に実施されるよう、要保護児童等に対する支援の実施状況

を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所その他の関係機関等との連絡調整を行

うものとする。

(5) 平成20年児童福祉法改正により、調整機関には、厚生労働省令で定める者を置く

ように努めなければならないこととされた。具体的には、次のうちからいずれかの

者を置くこととなる。

① 児童福祉司たる資格を有する者
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② 児童福祉司に準ずる者として次に掲げる者

ア 保健師

イ 助産師

ウ 看護師

エ 保育士

オ 教育職員免許法に規定する普通免許状を有する者

カ 児童福祉施設 低基準第21条第３項に規定する児童指導員

４ 関係機関等の守秘義務

(1) 協議会における要保護児童等に関する情報の共有は、要保護児童の適切な保護を

図るために行われるものであり、協議会の構成員は、正当な 理由がなく、協議会

の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(2) この守秘義務が課せられる者の範囲は、協議会を構成する関係機関等の区分に応

じて以下のとおりとされている。

ア）協議会を構成する関係機関等が国又は地方公共団体の機関である場合（法第25

条の５第１号）

：当該機関の職員又は職員であった者

イ）協議会を構成する関係機関等が法人である場合（法第25条の５第２号）

：当該法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者

ウ）協議会を構成する関係機関等がア）及びイ）以外の者である場合（法第25条の

５第３号）

：協議会を構成する者又はその職にあった者

(3) この守秘義務に反し、秘密を漏らした場合には、１年以下の懲役又は50万円以下

の罰金が課せられる（法第61条の３ 。）

(4) なお、法人格を有さない任意団体については、その会長のみが構成員になる場合

は、当該団体の役職員は構成員とならないため、守秘義務がかからない。このた

め、このような場合は、当該任意団体の役職員すべてを構成員にすることが適当

である。

５ その他

(1) 地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、厚生労働省令で定めるところに

より、その旨を公示しなければならない（法第25条の２第３項 。具体的には、）

① 要保護児童対策地域協議会を設置した旨

② 当該協議会の名称

③ 当該協議会に係る要保護児童対策調整機関の名称

④ 当該協議会を構成する関係機関等の名称等

⑤ 関係機関等ごとの法第25条の５第１号から第３号までのいずれに該当するかの
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別（ 国又は地方公共団体の機関 「法人 「その他の者」のいずれに該当する「 」、 」、

かの別）

を公示することが必要である。

(2) ただし、要保護児童対策調整機関に名簿を設置した場合については、個人資格で

の参加者（法第25条の５第３号の資格で参加している者）については 「○○市長、

が指定する者」という形で公示することが可能であるので、この方法を積極的に活

用するものとする。

第４節 福祉事務所との関係

１．福祉事務所の位置付け

(1) 福祉事務所は その管轄する地域の住民の福祉を図る行政機関であり福祉六法 生、 （

活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知

的障害者福祉法）に基づく事務を行う。

都道府県及び市は福祉事務所を設置しなければならず、町村は福祉事務所を設置

できることとされている。

(2) 平成16年児童福祉法改正法により、平成17年４月から、

① 児童家庭相談に応じることを市町村の業務として法律上明確にし、住民に身近

な市町村に積極的な取組みを求めつつ、

② 都道府県（児童相談所）の役割を、専門性の高い困難な事例への対応や市町村

の後方支援に重点化し、

全体として地域における児童家庭相談体制の充実を図ることとされた。

(3) このため、市の設置する福祉事務所は、市における児童家庭相談体制の一翼を担

うと考えられ、他方、都道府県の設置する福祉事務所は、町村の後方支援や都道府

県の担う専門的な相談を児童相談所とともに担うことが考えられる。

(4) このほか、児童福祉法において福祉事務所は、法第22条、第23条に規定する助産

施設、母子生活支援施設への措置を行うこととされている。なお、福祉事務所にお

ける家庭児童福祉の充実・強化を図るために、家庭児童相談室が福祉事務所内に設

置されている。

(5) 児童相談所は、福祉事務所の有するこれらの機能を十分活用し、子どもの問題の

解決を図っていく。特に、家庭児童相談室との連携には十分留意する。両者の関係

、 「 」については 昭和39年４月22日児発第360号 家庭児童相談室の設置運営について

による。

２．児童相談所へ送致される事例

(1) 次の場合には都道府県の設置する福祉事務所から児童相談所に送致される。

① 法第27条の措置を要すると認められる子ども（重症心身障害者を含む ）。
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② 医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認め

られる子ども

(2) 福祉事務所の措置や社会福祉主事の指導で問題が解決する事例以外のものについ

ては、早期に送致を受けられるような体制を整えておく。

(3) 送致は福祉事務所における調査結果、相談経過及び援助に関する意見等を付して

行うよう調整しておく。

(4) 15歳以上の知的障害児、身体障害児であって施設入所を必要とする者の送致を受

けた場合には、福祉事務所、知的障害者更生相談所、身体障害者更生相談所等と十

分連携をとって相談援助を行う。

３．調査の委嘱

児童相談所長は、福祉事務所に次のような調査を委嘱することができる （法第12。

条第４項）

① 取扱い事例に関する必要な社会調査

② 福祉事務所又は市町村から送致された事例に関し、判定のため更に必要な資料を

得ようとする場合の調査

③ 法第27条第１項第３号の措置をとった後における保護者等の家庭現況調査

④ 法第27条第１項第３号の措置を解除し、家庭に復帰させようとする場合の受け入

れ体制に関する調査

⑤ 里親等申込者又は養子縁組希望者等の調査

⑥ その他必要と認められる調査

４．その他

(1) 援助方針会議等の結果、福祉事務所に送致、報告又は通知を行うことが適当と認

められる場合は、これを行う。特に18歳以上の知的障害者又は身体障害者の施設入

所措置を解除、延長する場合には、解除、延長後の援助について福祉事務所と十分

協議する。

(2) このほか、次のような場合においては、福祉事務所と連携を図る。

① 児童家庭に関する相談、指導等

② 生活保護受給事例の相談、指導等

③ 子どもの一時保護の場合

④ 法第27条第１項第２号による児童委員指導の場合

⑤ 法第27条第１項第３号の措置の開始、解除、変更、停止、在所期間の延長の場

合

⑥ 巡回相談の場合

⑦ 児童福祉に関する企画・広報等

⑧ その他必要と認められる場合
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第５節 保健所、市町村保健センター等との関係

１．保健所の業務

(1) 保健所は地域保健法（昭和22年法律第101号）により都道府県、指定都市、中核

市その他の政令で定める市及び特別区によって設置され、地域における保健衛生活

動の中心機関として、次に掲げるような業務（ウについては、都道府県の設置する

保健所に限る ）を行っている。。

ア 次に掲げる事項に関する企画、調整、指導及びこれらに必要な事業

① 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項

② 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項

③ 栄養の改善及び食品衛生に関する事項

④ 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項

⑤ 医事及び薬事に関する事項

⑥ 保健師に関する事項

⑦ 公共医療事業の向上及び増進に関する事項

⑧ 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項

⑨ 歯科保健に関する事項

⑩ 精神保健に関する事項

⑪ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要

とする者の保健に関する事項

⑫ エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項

⑬ 衛生上の試験及び検査に関する事項

⑭ その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項

イ 地域住民の健康の保持及び増進を図るために必要があるときに行われる次に掲

げる事業

① 所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、整理し、及び活用すること

② 所管区域に係る地域保健に関する調査及び研究を行うこと

③ 歯科疾患その他厚生労働大臣の指定する疾病の治療を行うこと

④ 試験及び検査を行い、並びに医師、歯科医師、薬剤師その他の者に試験及び

検査に関する施設を利用させること

ウ 所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関する市町村相互間の連絡調整、

及び市町村の求めに応じた技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助

(2) 保健所は法により次にかかげるような業務を行っている。

① 子どもの保健・予防に関する知識の普及

② 子どもの健康相談、健康診査、保健指導
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③ 身体に障害のある子ども及び疾病により長期にわたる療養を必要とする子ども

に対する療育指導

④ 児童福祉施設に対する栄養の改善その他衛生に関する助言

２．市町村保健センターの業務

市町村保健センターは地域保健法により、地域住民に身近な対人保健サービスを総

合的に行う拠点として、次に掲げるような業務を行っている。

① 健康相談

② 保健指導及び健康診査

③ その他地域保健に関し必要な事業

３．保健所、市町村保健センター等との連携

保健所や市町村保健センター等は、乳幼児健診や家庭訪問等の母子保健活動を通し

て、子どもの発育や発達状況、子どもや保護者の心身の健康問題、養育環境等を把握

し、養育支援が必要な家庭に対して育児に関する専門的な技術支援を行うなどの虐待

の発生予防に対する取り組みを始め、虐待を受けた子どもとその保護者に対して家族

全体を視野に入れた在宅支援を行っている。これらの機能を十分活用するため、児童

相談所は、日頃から保健所や市町村保健センター等と密に連携を図っておくことが必

要である。

特に精神保健に関する事項や心の問題については、保健所や精神保健福祉センター

とも連携を密にしておくことが必要

４．具体的な連携事項

(1) 児童相談所長は、相談に応じた子ども、その保護者又は妊産婦について、保健所

に対し、次に掲げるような保健指導その他の必要な協力を求めることができる（法

第12条の６第２項 。）

① 一時保護、法第27条第１項第３号の措置等を行う際の健康診断の依頼

② 保健、栄養上の指導依頼（身体に障害のある子どもの療育指導、精神障害のあ

る子ども、保護者の指導等を含む。)

③ その他保健所、市町村保健センター等の関与が必要と認められる事例（保護者

に統合失調症等の精神疾患やその疑いがある場合やアルコール依存症等アルコー

ルに関連する問題がある場合、育児ストレス、産後うつ病、育児ノイローゼがあ

る場合のほか、いじめ問題、引きこもりその他の思春期に特有の精神保健問題へ

の対応が必要な場合など）への協力依頼

(2) その他次の事業について十分な連携を図る。

① 巡回相談

② 児童福祉に関する企画・広報等

③ その他必要と認められる場合
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５．その他

上記連携に関しては、本指針に定めるほか次の通知による。

① 平成８年11月20日児発第933号「母子保健施策の実施について」

② 平成８年11月20日児発第934号「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導

の実施について」

③ 平成９年９月29日児発第610号「子どもの心の健康づくり対策事業について」

④ 平成10年４月８日児発第285号「乳幼児に対する健康診査の実施について」

⑤ 平成14年6月19日雇児発第0619001号「地域保健における児童虐待防止対策の取

組の推進について」

⑥ 平成15年5月1日厚生労働省告示第201号「地域保健対策の推進に関する基本的

な指針の一部を改正する告示について」

⑦ 平成16年1月30日雇児総発第0130001号「児童虐待防止対策における適切な対応

について」

⑧ 平成16年3月31日雇児母発第0331001号「 家庭の養育力』に着目した母子保健『

対策の推進について」

第６節 児童委員との関係

１ 児童委員の位置付け

児童委員は、担当区域内の子どもや保護者等の福祉に関し、主として次の業務を行

う。

① 担当区域内の実情の把握と記録

② 要保護児童の把握

③ 連絡通報

④ 要保護児童発見者からの通告の仲介

⑤ 相談・援護

⑥ 行政機関の行う業務に対する協力

⑦ 子どもの健全育成のための地域活動

２ 連絡通報

児童相談所は、児童委員自らその担当区域内において保護の必要な子ども等を発見

した場合又は地域住民から児童委員を介して通告が行われた場合に、速やかに児童相

談所に通告等が行われるよう体制を整えておく。また、児童相談所は、緊急時におけ

る子ども等に関する状況の通知が行われた場合に、必要な措置等が迅速に行われるよ

う、緊急時の連絡体制を整えておく。

３ 調査の委託

児童相談所は、その管轄区域内の児童委員に次のような調査を委託することができ
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る。

① 児童委員から通告等を受けた事例で判定のために更に必要な資料を得ようとする

場合の調査

② 保護を要する子どもの家庭、地域に関する調査

③ その他必要と認められる調査

４ 児童委員指導等

(1) 児童相談所長は、問題が家庭環境等にあり、児童委員による家族間の人間関係の

調整又は経済的援助等により解決すると考えられる事例については児童委員指導措

置を行う。

特に、児童虐待事例等について在宅指導を行う場合、頻繁な家庭訪問等による濃

密な指導と観察が必要となるが、児童相談所だけでこれを行うには限界がある場合

が多いことから、児童委員指導と児童福祉司指導を併せて行うなど、両者の密接な

連携に留意する。

(2) 児童相談所長は児童委員の指導状況を常時把握し、適切な助言を行う。また、必

要に応じ児童委員指導を行っている児童委員を含めた事例検討会議を行う。

５ 主任児童委員

(1) 主任児童委員は、主として児童福祉に関する事項を専門的に担当し、児童福祉関

係機関と区域を担当する児童委員との連絡・調整を行うとともに、区域を担当する

児童委員に対する援助・協力等を行う児童委員である。

(2) 児童相談所は、主任児童委員と常に連携を図り、地域の子どもやその家庭の実情

把握に努めるとともに、巡回相談、啓発・予防活動等地域の子どもやその家庭のニ

ーズに対応した事業の企画・実施を行う場合には、主任児童委員に情報を提供し、

その協力を求める。

(3) 区域を担当する児童委員に個別の事例にかかる調査・指導を委嘱する場合、必要

に応じ主任児童委員の支援、協力を求める。

(4) 主任児童委員は、児童委員の中から選任されることから、児童委員としての職務

を行い得るものである。この旨が平成16年児童福祉法改正法により明確化されたと

、 、 、ころであり ３に掲げる調査の委託や ４に掲げる児童委員指導措置を行う際には

主任児童委員をはじめ、問題解決に 適と考えられる者を選任するものとする。

６．その他

(1) このほか児童相談所は児童委員に対し次のような協力を求めることができる。

① 里親の開拓に協力すること

② 保護を要する子ども及びその保護者等が児童相談所を利用することについて協

力すること

③ 児童福祉施設に入所中の子ども等の家庭の状況を報告すること
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④ 児童福祉施設に入所中の子どもと保護者等との連絡を促進すること

⑤ 児童福祉施設から退所した子ども等の状況を報告し、またその子どもの支援を

行うこと

⑥ 巡回相談等に協力すること

⑦ その他必要と認められること

(2) 児童相談所は、児童委員とのより一層の円滑な連携を図るため、努めて児童委員

協議会に出席する等、児童委員との情報交換等を行う。

(3) 児童委員は法律上民生委員でもあるので、それに関する業務についても協力を求

める。また、各種の相談事業に協力を行う。

第７節 児童家庭支援センターとの関係

１．児童家庭支援センターの位置付け

(1) 児童家庭支援センターは、児童相談所や市町村その他の関係機関と連携しつつ、

地域に密着したよりきめ細かな相談支援を行う児童福祉施設である（法第44条の２

第１項 。）

(2) 児童家庭支援センターは次の業務を行う。

① 地域の子どもの福祉に関する、専門的知識及び技術を必要とする各般の問題に

関する相談、必要な助言

② 市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助

③ 児童相談所長の委託に基づく法26条第１項第２号、第27条第１項第２号の規定

による指導

④ 訪問等の方法による要保護児童及び家庭に係る状況把握

、 、 、 、 、⑤ 児童相談所 市町村 福祉事務所 児童福祉施設 要保護児童対策地域協議会

児童委員、母子自立支援員、母子福祉団体、公共職業安定所、婦人相談員、保健

所、市町村保健センター、学校等関係機関との連絡調整

⑥ 要保護児童及び家庭に係る援助計画の作成

⑦ その他子ども又はその保護者等に対する必要な援助 児童福祉施設 低基準 昭（ （

和23年厚生省令第63号）第88条の４）

２．主な連携事項

(1) 児童家庭支援センター指導

ア 児童相談所長は、施設入所までは要しないが、要保護性がある又は施設を退所

後間もないなど、継続的な指導措置が必要とされる子ども及び家庭であって、法

26条第１項第２号、第27条第１項第２号による指導が必要と認められ、地理的要

件や過去の相談経緯、その他の理由により児童家庭支援センターによる指導が適

当と考えられるものについては児童家庭支援センター指導措置を積極的に行う。
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なお、本措置は、法第27条第１項第３号の措置により、児童福祉施設に入所し

た子どもの保護者に対し指導の措置が必要な場合にも行うこととする。

イ 児童家庭支援センターに指導を委託する場合は、子どもや護者等に対しその旨

十分説明し、了解を得ることを原則とする。

ウ この場合、委託の趣旨、委託後の指導のあり方等について児童家庭支援センタ

ーと十分な協議を行うとともに、児童家庭支援センターが的確な援助計画を作成

できるよう助言を行うなど、指導の一貫性・的確性が確保できるよう努める。

エ 児童相談所は、指導を委託した事例について、児童家庭支援センターの指導状

、 、 、 。 、況を常時把握するよう努めるとともに 必要な指示 指導 援助等を行う また

必要に応じ児童家庭支援センター職員を含めた事例検討会議を開催する。

オ 児童相談所は、必要に応じ児童家庭支援センター指導と児童福祉司指導を併せ

て行う等、両者の密接な連携を図るとともに、柔軟な対応を図る。この場合、両

者の役割分担を明確にしておく。

(2) その他の連携

ア 児童相談所は、児童家庭支援センターに対する技術的支援に努める。

イ 児童相談所は、児童家庭支援センターと、市町村、福祉事務所、要保護児童対

策地域協議会、教育委員会、学校、保健所、母子相談員、婦人相談員、児童委員

等、他の関係機関との仲介、調整を図る等、児童家庭支援センターの円滑な業務

の遂行に向け支援、協力に努める。

第８節 知的障害者更生相談所及び身体障害者更生相談所並びに発達障害者支援センタ

ーとの関係

１．知的障害者更生相談所との関係

(1) 知的障害者更生相談所の業務は、知的障害者に関する問題について家庭その他か

らの相談に応じ、医学的、心理学的及び職能的判定を行い、並びにそれに基づいて

必要な指導を行うことである。

(2) 療育手帳の判定等知的障害を有する者の判定については原則として18歳を境とし

て判定機関が異なるので、児童相談所で判定後知的障害者更生相談所で判定するこ

ととなる場合等には、その求めに応じて児童相談所から資料を送付する等、緊密な

連携を図る。

(3) 重度知的障害児収容棟の対象知的障害者の判定に当たっては、知的障害者更生相

談所と十分に連携を図る。

(4) 重症心身障害者の判定については、児童相談所が知的障害者更生相談所の協力を

得て行う。

、 、(5) 児童相談所が18歳以上の知的障害者 重症心身障害者の措置を解除する場合には
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解除後の援助について知的障害者更生相談所と十分協議する。

２．身体障害者更生相談所との関係

(1) 身体障害者更生相談所の業務は、身体障害者に関する相談及び指導のうち、特に

専門的な知識及び技術を必要とするものを行い、医学的、心理学的及び職能的判定

を行い、並びに必要に応じて補装具の処方及び適合判定を行うことである。

(2) 身体に障害を有する者の援助については原則として18歳を境として判定機関が異

なるので、児童相談所で判定後身体障害者更生相談所で判定することとなる場合に

は、その求めに応じて児童相談所から資料を送付する等、緊密な連携を図る。

(3) 重症心身障害者 肢体不自由児施設重度棟の対象児 盲重度児 ろうあ重度児 1、 、 、 （

8歳を超えて入所している者を含む ）の判定については、児童相談所が必要に応じ。

身体障害者更生相談所の協力を得て行う。

(4) 児童相談所が18歳以上の身体障害者の措置を解除する場合には、解除後の援助に

ついて身体障害者更生相談所と十分協議する。

３．発達障害者支援センターとの関係

(1) 発達障害者支援センターは以下の業務を行う。

① 発達障害者の早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障害者及びその

家族に対し、専門的に、その相談に応じ、又は助言を行う

② 発達障害者に対し、専門的な発達支援及び就労の支援を行う

、 、 、 （ 「 」 。）③ 医療 保健 福祉 教育等に関する業務 ④において 医療等の業務 という

を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し発達障害についての

情報提供及び研修を行う。

④ 発達障害に関して、医療等の業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を

行う。

⑤ ①から④までの業務に附帯する業務を行う

(2) 児童相談所は、発達障害児に係る相談についても、必要に応じ、対応すべきもの

であるが、発達障害者（児）への専門的な相談援助、支援等は、発達障害者支援セ

ンターが担うことから、必要に応じて、児童相談所から同センターを紹介するなど

同センターと適切な連携を図りつつ、発達障害児に対する相談援助に当たる必要が

ある。

(3) また、児童福祉施設への措置や一時保護の権限は都道府県や児童相談所長にある

ことから、発達障害児やその家族への支援において、児童福祉施設への入所措置や

一時保護が必要であると判断されるような場合については、児童相談所が中心とな

って対応することとなる。

第９節 児童福祉施設等又は里親等との関係
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１．基本的事項

(1) 児童福祉施設等又は里親等に対する措置は児童相談所の主要業務の一つであり、

その効果的実施のため、児童福祉施設等又は里親等と十分に連携を図る。また、措

置中も、児童福祉施設等又は里親等と十分連携を図りつつ、子ども及びその家庭環

境の状況等を継続して把握するとともに、必要な指導・援助を行う。

(2) 児童福祉施設に対する措置が行われてから児童福祉施設が子ども等の実態把握・

評価に基づき自立支援計画を策定するまでの数ヶ月間は、児童相談所の策定した援

助指針を自立支援計画として活用し支援することも差し支えない。

(3) 里親等へ措置された子どもの自立支援計画については、児童相談所が策定する。

自立支援計画は、事前に子どもや保護者等に対して児童相談所の案について十分説

明を行い、その意向等を踏まえて策定すること。

(4) 児童福祉施設等又は里親等に対する措置に係る子どもに関し、援助指針又は自立

支援計画を策定する際には、児童福祉施設等又は里親等と十分な協議を行うこと。

(5) 個々の措置を的確に行うためには、児童福祉施設等又は里親等の状況を十分把握

しておく必要があるので、施設長、指定医療機関の長、里親等との連絡会議を適

宜開催し、相互理解、相互信頼を深めておく。

(6) 措置した子どもの経過を把握するため、児童福祉施設等又は里親等から子どもの

養育状況に関する報告を年２回程度徴し、また定期的に訪問したり、合同で会議を

行う等相互の連携を十分に図る。

(7) 児童相談所は、措置を行う場合及び措置の解除、停止、変更、在所期間の延長を

行う場合のほか退所後の援助方法等についても児童福祉施設等又は里親等と連携を

図る。

(8) 児童福祉施設等に入所している又は里親等に委託されている子どもの保護者等の

状況を把握する際には各施設等の協力を得る。

(9) 児童福祉施設が退所した子どもに対し相談その他の援助を行うに当たっては、児

童相談所はその状況について報告を求め、援助方針会議等で 検討し必要な助言指

導等を行う。

２．個別的事項

(1) 乳児院に対しては、保護者が出産、傷病、病気看護等緊急の事情又は出張等の勤

務上の都合等特別の事情により保護者の下で養育できない子どもについて、１か月

。 、 。 、未満の短期の措置を行うことができる この場合には 特に迅速に対応する なお

これについては平成13年3月29日雇児発178号「ベビーホテル問題への積極的な取組

について」による。

(2) 児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設等に入所している子どもは援助に困

難を伴うことが多いので、定例的に連絡協議会を開催する等、特に緊密な連携を図
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る。

(3) 児童自立支援施設に入所している子どもの高等学校進学等進路指導及び自立支援

、 、 。計画の策定に当たっては 児童自立支援施設の長と十分協議し 適切な援助を行う

なお、これについては、平成元年４月10日児発第265号の７「教護院入所児童の高

等学校進学の取扱いについて」等による。

(4) 医学的治療等が必要な障害児の判定、援助に当たっては、児童相談所は、必要に

応じ肢体不自由児施設等の協力を求めることが適当である。

(5) 知的障害児施設、肢体不自由児施設等の有する機能を広く在宅の障害児（者）の

ためにも活用し、施設を地域社会に開かれたものとしていくため障害児（者）地域

療育等支援事業が実施されているが、児童相談所は、これを実施する施設と連携を

図り、事業が円滑に実施されるよう努める。

(6) 児童相談所は、児童福祉施設の長に、当該施設に里親委託等を行うことが適当な

子どもがいた場合には連絡するよう求める。

(7) 児童相談所は、現に子どもを委託している里親及び子どもを委託していない里親

を対象とする子どもの養育方法等に関する研修会の実施に協力する。なお、これに

ついては平成20年4月1日雇児発第0401011号「里親支援機関事業の実施について」

による。

(8) 児童相談所は、里親会と十分な連携を図り、里親制度の充実に努める。

(9) 児童相談所は、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、里

親等に委託措置された子どもで、必要と認められるものについて、指導及び一時保

護の実施を検討するとともに、さらに必要な場合には法第27条第７項の規定に基づ

く児童自立生活援助事業の対象とすることや再度施設入所措置を採ることについて

も検討する。

(10)知的障害児施設等に入所している子どもの措置を解除する場合等には、その子ど

もの社会的自立を援助するため、知的障害者通勤寮、知的障害者地域生活援助事業

等の活用も考慮する。

(11)母子生活支援施設に入所している児童の援助についても、児童相談所は施設と十

分な連携を図る。

(12)その他児童館等が実施する事業についても必要に応じ協力する。

(13) 保育所との関係については、本節のほか、次節による。

第10節 保育所等との関係

１．保育所との連携

(1) 保育所では、登園時や保育活動中などあらゆる機会に児童虐待の早期発見が可能

であることから、児童相談所は日頃から保育所との連携を密にし、要保護児童（虐
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待を受けたと思われる子どもを含む ）の通告が早期に図られるよう体制を整えて。

おく。

(2) 保育所から通告又は相談を受けた場合は、児童相談所の機能や業務の流れ等につ

いて十分説明を行うとともに、児童相談所、保育所それぞれの役割分担を明確にす

。 、 、る 特に 保育所を通じて保護者や子ども等に児童相談所への相談を勧める場合は

あらかじめ保育所が保護者や子ども等に児童相談所の機能や業務の流れ等について

十分説明し、同意を得るよう保育所の協力を求める。また、保育所が児童相談所に

通告する際には、併せて市町村にも連絡するよう指導する。

(3) 保育所に入所している子どもに、虐待などが疑われる状況がある場合には、児童

相談所は、保育所に対して必要な助言・指導を行い、保育所と連携してその子ども

の援助に当たる。また、併せて保護者への援助も行い、その際には、保育所と協力

して育児負担の軽減など保護者の子育てを支援する姿勢で接するとともに、保護者

が当該行為に至った心理的社会的背景の理解にも努める。

(4) 児童虐待防止法第13条の２により、市町村は、保育所に入所する子どもを選考す

る場合には、児童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配

慮しなければならないこととされている。このため、児童相談所長は、要保護児童

の通告を受け、保育の実施が適当と認めてその子どもの保育の実施に係る市町村の

長に通知する措置を採る際には、その旨を伝えることとする。また、通知した場合

には、その後も保育所と連携してその子どもの状況の把握に努めるものとする。

(5) 認可外保育施設から通告又は相談を受けた場合においても、児童相談所は保育所

からの通告又は相談と同様に対応し、当該施設と連携して子ども及び保護者の援助

を行う。

(6) 児童相談所は、児童福祉主管部局等を通じて、ベビーホテルにおいて長期滞在児

がいることを把握した場合には、市町村や福祉事務所等と協力して、その子ども保

護者から長期間ベビーホテルに預けている事情等家庭の状況について調査する。な

お、ベビーホテル問題への対応については、平成13年３月29日雇児発第178号「ベ

ビーホテル問題への積極的な取組について」を参照のこと。

第11節 家庭裁判所との関係

１．家庭裁判所の位置付け

(1) 家庭裁判所は、裁判所法（昭和22年法律第59号）第31条の３の規定により、次に

掲げる権限を有する。

① 家事審判法で定める家庭に関する事件の審判（家事審判）及び調停

② 少年法で定める少年の保護事件の審判（少年審判）

③ 少年法第37条第１項に掲げる罪に係る訴訟（少年の福祉を害する成人の刑事事
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件）の第１審の裁判

④ その他、他の法律で家庭裁判所の権限とされたもの（戸籍や親権の関係等）

(2) 児童福祉法において、家庭裁判所は、法第27条第１項第４号又は27条の３により

送致を受けた場合、法第28条等子どもや保護者等の意に反して援助を行う必要があ

るとして承認を求められた場合、法第33条の６等により子どもの親権者の親権喪失

宣告等を行って保護する必要があるとして請求を受けた場合等に審判、許可等を行

うものとされている。

２．児童相談所に送致される事例

(1) 次の場合には、家庭裁判所から児童相談所に送致される。

ア 家庭裁判所が調査、審判した結果、児童福祉法の規定による措置を適当と認め

るときは、家庭裁判所の決定によって事件が都道府県知事又は児童相談所長に送

致される （少年法第18条第１項）。

イ 法第27条の３、少年法第６条の７第２項により家庭裁判所に送致した子どもに

、 、 、 、ついて 強制的措置が許可された場合は 期限 方法その他の措置が指示されて

事件が家庭裁判所から児童相談所長に送致される （少年法第18条第２項）。

ウ 家庭裁判所が保護処分として子どもを児童自立支援施設又は児童養護施設に送

致した場合、現実の取扱としては、子どもが児童相談所に送致される （少年法。

第24条第１項第２号、少年審判規則第37条第２項）

(2) (1)のウの送致の場合は、決定の通知とともに、家庭裁判所の調査記録等の参考

書類が送付される（少年審判規則第37条の２第１項）が、(1)のア及びイの送致の

場合は、原則的に事件記録のみが送付されるので、児童相談所は、この場合にも調

査記録等必要な書類を添付してもらうよう調整しておく等十分連携を図る。

(3) 児童相談所は、家庭裁判所から(1)のアの送致を受けた場合には、受理会議にお

いて検討し、他の事例と同様の相談援助活動を行い、その結果を家庭裁判所に通知

する。

(4) 児童相談所は、家庭裁判所から(1)のイの送致を受けた場合には、家庭裁判所の

指示の範囲内で必要 少限度において強制的措置をとる。

(5) 児童相談所は、家庭裁判所から(1)のウの送致を受けた場合は、その決定に従っ

て児童自立支援施設又は児童養護施設への入所措置を採らなければならない。この

場合、第27条第４項及び同条第６項の規定は適用されないが、これは、保護処分決

定に当たり、司法判断としての手続きが保障されていることを理由とするものであ

る。このため、(1)のウの 送致に基づき児童福祉施設に入所の措置を採った場合

については、入所後に親権者等が子どもの引取りを主張した場合には、これを拒否

できる。

ただし、当該措置は児童福祉法に基づき行われるものであり、措置中の子どもの
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援助方針並びに措置解除及び措置変更の決定等は、児童福祉の観点から適切に行う

とともに、措置後には家庭環境の調整等も必要となることから、措置を行う際には

もちろん、措置後においても、親権者等の理解を得るよう努力する等、子どもの適

切な援助の確保を図る。

(6) 児童相談所は、家庭裁判所の決定に従い、児童自立支援施設や児童養護施設に入

所の措置をとったときは、その結果を家庭裁判所に通知する。

(7) 家庭裁判所から(1)のイ及びウの送致を受けて児童自立支援施設等に入所措置を

行った子どもについて、措置の変更、解除を行ったときは家庭裁判所に報告する。

３．調査嘱託を受けた事例について

家庭裁判所から家事審判規則第８条に基づき、特別養子縁組等に関する調査嘱託を

受けた場合及び少年法第16条に基づく援助・協力依頼を受けた場合には、児童福祉の

観点から協力する。

４．その他

(1) 援助方針会議等の結果、家庭裁判所に送致等を行うことが適当と認められる場合

はこれを行う。

(2) 児童相談所は、家庭裁判所と定期的に連絡会議を行う等常に十分な連携を図る。

また、その他児童相談所の業務に関し必要な協力を求める。

(3) 家庭裁判所に対する家事審判の申立てについては、第４章第８節を参照のこと。

第12節 弁護士、弁護士会との関係

(1) 平成16年児童福祉法改正法により、保護を必要とする子どもに関する司法関与が

強化され、また、平成19年の児童虐待防止法の改正による臨検又は捜索の制度等の

導入など、児童家庭相談活動を行うに際して法的な対応が必要となる場面は増えて

きている。

(2) このため、児童相談所は、必要に応じて弁護士や弁護士会と連携を図りつつ、必

要となる法的対応について、適切に対応していくことが必要である。

(3) 具体的な連携としては、個別のケースで問題となる法的問題に対する助言や、法

第28条の申立ての代理人等を要請することが考えられる。

第13節 学校、教育委員会との関係

１．学校（幼稚園、小・中・高等学校等）との関係

(1) 児童相談所は日頃から学校との連携を密にし、要保護児童（虐待を受けたと思わ

れる子どもを含む ）の通告が早期に図られるよう体制を整えておく。また、援助。

に当たっても、学校との連携を十分図る。

(2) 学校から通告又は相談を受けた場合は、児童相談所の機能や業務の流れ等につい
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て十分説明を行うとともに、児童相談所、学校それぞれの役割分担を明確にする。

特に、学校を通じて保護者や子ども等に児童相談所への相談を勧める場合は、あら

かじめ学校が保護者や子ども等に児童相談所の機能や業務の流れ等について十分説

明し、同意を得るよう学校の協力を求める。

(3) 相談援助活動の一環として担当者が学校を直接訪問する場合は、原則としてその

趣旨等を子どもや保護者等に説明し同意を得た上で、学校長、教頭、担当教師、生

徒指導主事、スクールカウンセラー等と面接する。相談援助活動を行うに当たって

は、児童相談所と学校それぞれの役割分担を明確にするとともに、担当教師等の協

力を求める。

(4) 非行、不登校等の行動を有する子どもについては、児童相談所は、学校との会議

、 。 、等を行い 一貫した援助を行う体制を整えておく 特に不登校の子どもについては

学校として組織的に対応し、その子どもの家庭等における状況の把握に努めるとと

もに、学校関係者のみでは、その子どもの状況把握が困難である場合には、児童相

談所等の関係機関等の協力を得て状況把握に努めることとされているところであ

り、十分に連携を図りつつ対応する。

(5) 障害児等については、児童相談所は、地域の特別支援学校又は小学校、中学校等

と十分連携を図り、一貫した援助が行われる体制を整えておく。

２．教育委員会との関係

(1) 児童相談所は学校のほか各教育委員会と協力して、巡回相談等を行う等連携を図

る。

(2) 法第27条第１項第３号の措置に伴い転校が必要となる子どもの手続きについて

は、できるだけ速やかに行えるよう協力を求める。

また、学齢児童の入所措置に当たって児童相談所は、教育委員会と密接に連携を

とり、その子どもが適切な教育を受けられるようにする。

(3) 児童相談所は、子どもの適切な就学指導等を行うために設置される就学指導委員

会と十分な連携を図り、児童福祉の観点から助言等を行う。

また、資料の提出等を求められた場合において、児童福祉の観点から必要と認め

られるときには、子どもや保護者等の同意を得て行う。

(4) 児童相談所は、教育委員会が行う教育相談に必要に応じ協力する等十分な連携を

図る。

第14節 警察との関係

１．警察の位置付け

(1) 警察は個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防等に関する業務を行うとと

もに、少年補導、非行防止活動等を行っている。
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(2) 児童相談所は、次に掲げる事項について警察と関係を有する。

① 触法少年の送致（法第26条 、触法少年及びぐ犯少年の通告（法第25条））

② 棄児 迷子 虐待を受けた子どもその他警察署で発見した要保護児童の通告 法、 、 （

第25条）

③ 一時保護に関する事項

④ 虐待を受けた子どもの調査、保護等に関する事項

⑤ 少年補導、非行防止活動等

⑥ その他

２．児童相談所へ通告される事例

(1) 触法少年及びぐ犯少年の通告は法第25条に基づき原則として児童相談所に対し、

少年警察活動規則（平成14年国家公安委員会規則第20号）第22条第1項第2号並びに

第33条第1項第2号及び第3号の規定に基づき警察庁長官が定める様式の児童通告書

の文書により行われる。

(2) 棄児、迷子、虐待を受けた子ども等の通告は、通知書等の文書により行われるよ

う事前に警察と調整しておく。

(3) 法第25条は、一時保護の要否に応じて通告先を異ならせておらず、また警察に一

時保護の要否を判断する権限はないことから、警察は、一時保護の要否その他の事

情にかかわらず、市町村、福祉事務所及び児童相談所のいずれの機関に対しても通

告を行うことができる。

ただし、深刻な虐待が疑われる場合など緊急性、専門性が高いと警察が判断した

場合には、一般的には、市町村や福祉事務所ではなく、児童相談所に直接通告する

こととなる。

なお、市町村、福祉事務所及び児童相談所は、警察からの要保護児童の通告につ

いて、身柄付であるか否かを問わず、その受理を拒否することはできない。このた

め、市町村又は福祉事務所は、警察からの通告を受けた場合において、その子ども

について一時保護が必要であると判断するときは、通告を受理した上で児童相談所

に送致することとなる。また、児童相談所が市町村等が対応することが適当と判断

、 、 。する場合は 通告を受理した上で 市町村等と連携を図りつつ対応することとする

(4) 通告の際に身柄を伴う場合については、あらかじめ十分協議する。

(5) 児童相談所は通告を受けた場合には、受理会議で検討し、迅速かつ的確に相談援

助活動を行う。また、援助の結果を当該警察に通知する。なお、援助方針について

も必要に応じて通知するものとする。

３．児童相談所へ送致される事例

(1) 平成19年の少年法改正により、警察官は、触法少年に係る事件について調査を行

った結果、一定重大事件に係る触法少年と思料し、又は当該少年につき家庭裁判所
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の審判に付すことが適当と思料する場合には、当該事件を児童相談所長に送致しな

ければならない旨等が規定された。また、警察の調査により作成された書類につい

ては、警察官から児童相談所長への送致の際にあわせて送付されることとされた。

その後、児童相談所長等が家庭裁判所送致の措置をとったときは、児童相談所等

の作成書類と共に、警察の作成書類も家庭裁判所に送付することとされている。

(2) 警察官から事件が送致された場合を除き、警察官が児童福祉法第25条の規定によ

り児童相談所に通告するときは、あわせて同法の措置をとるのに参考となる警察の

調査の概要及び結果を通知することとされた。

４．委託一時保護

(1) 一時保護の必要な子どもを警察官が発見し又は市民から警察が引き継いだ場合

で、児童相談所が遠隔地にある又は夜間にわたるなどのため、児童相談所が直ちに

引き取ることができないときなどにおいては、児童相談所は警察署に委託一時保護

を行うことができる。

(2) 警察署における一時保護は原則として24時間を超えることができない。交通その

他真にやむを得ない事情がある場合には、この時間を延長することができるが、こ

の場合においても、できる限り早期に一時保護所において保護するよう努める。

５．少年補導、非行防止活動等

(1) 児童相談所は、警察から要請があった場合、児童福祉の観点から必要に応じ少年

補導、非行防止活動に協力する。具体的協力方法としては、少年サポートセンタ－

の運営について協力すること等が考えられる。

(2) 児童相談所は警察の行うヤング・テレホン等の相談事業について、必要な助言等

を行う。

(3) 児童相談所において調査の対象とされている子どもについて、警察官による事情

聴取を行う場合には、必要に応じ、児童福祉司が立ち会うなど、個々の子どもの成

、 。長・発達状況に十分留意し 子どもに不適切な負担をかけないように配慮すること

６．虐待事例等における連携

(1)連携体制

子どもの保護に向けて、児童相談所と警察署、都道府県児童福祉担当部局と都道

府県警察本部のそれぞれにおいて連携体制を整備し、相互に情報を交換し、衆知を

集めた対応が行えるようにする。

(2) 要保護児童の通告

警察から通告される虐待事例等は、一般に保護の緊急性が高い場合が多いので、

即日緊急の受理会議を開催する等、特に迅速かつ柔軟に対応する。

(3) 立入調査、臨検又は捜索等における連携

立入調査、臨検又は捜索等に当たっては、必要に応じ、子ども又は調査担当者に
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対する保護者等の加害行為等に対して迅速な援助が得られるよう、児童虐待防止法

第10条により警察署長に対する援助の依頼を行い、これに基づく連携による適切な

調査を行うとともに、状況に応じ遅滞なく子どもの一時保護を行うなど、子どもの

福祉を優先した臨機応変に対応しなければならない。

なお、警察署長への援助の依頼については、緊急の場合を除き、行政組織を一体

的に運営し、子どもの保護の万全を期する観点から、事前に文書により行うことを

原則とする。

(4) 一時保護における連携

① 現に保護者等が子どもに著しい身体的暴力を加えている場合など、子どもの保

護の緊急性や保護者の違法行為の蓋然性の程度から判断して警察官の援助が必要

であると認められる場合には、児童虐待防止法第10条により警察署長に対する援

、 。助を求めなければならず これに基づく連携による子どもの迅速な保護に努める

、 、② 一時保護中の子どもについて保護者等の強引な引取りに対しては 必要に応じ

子ども又は担当者等に対する保護者等の加害行為等に対して迅速な援助が得られ

るよう、警察に対して、児童虐待防止法第10条に準じた対応を依頼し、これに基

づく連携を図る。

(5) 法第28条による家庭裁判所の承認に基づく児童福祉施設入所措置等について、保

護者等の強引な引取りが予想される場合には、必要に応じ、子ども又は担当者等に

対する保護者等の加害行為等に対して迅速な援助が得られるよう、施設の住所地を

管轄する警察に対し、児童虐待防止法第10条に準じた対応を依頼し、これに基づく

連携を図る等、児童福祉施設に対する協力を行う。

(6) 再被害を防ぐために、一時保護や児童福祉施設入所措置された子どもや保護者の

状況についても警察との綿密な情報交換がなされるよう連携を強化する。

(7) 児童虐待防止法第10条の「必要があると認めるとき」とは、児童相談所長等によ

る立入調査、臨検又は捜索、一時保護等の職務執行に際し、保護者又は第三者から

物理的その他の手段による抵抗を受けるおそれがある場合、現に子どもが虐待され

ているおそれがある場合などであって、児童相談所長等だけでは職務執行をするこ

とが困難なため警察官の援助を必要とする場合をいう。

警察官の「援助」とは、児童相談所長等による職務執行に際して、当該職務執行

が円滑に実施できるようにする目的で、警察官が警察法、警察官職務執行法等の法

律により与えられている任務と権限に基づいて行う措置である。なお、児童相談所

長等による職務執行そのものは、警察官の任務ではなく、児童相談所長等がその専

門的知識に基づき行うべきものであり、警察官は、児童相談所長等の権限行使の補

助者ではない。

(8) 平成16年の児童虐待防止法の改正により、子どもが同居する家庭における配偶者
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に対する暴力も児童虐待の一種であるとされた趣旨も踏まえ、その子どもが面前で

配偶者に対する暴力が行われる等により有害な影響を受けていないか等について

も、児童福祉の専門的知見を活用して検討し、適切に対応すべきである。

７．その他

(1) 子どもの一時保護所、施設等への移送については、必要に応じて警察の協力が得

られるよう、事前に十分協議しておく。

(2) 児童相談所は警察と定期的に連絡会議を行う等日頃から、情報の共有や意見交換

の機会を持ち常に十分な連携を図る。

第15節 医療機関との関係

(1) 子どもの相談援助活動を行うに当たって専門的医学的な判断や治療を必要とする

場合には、児童相談所は医療機関への紹介、あっせんを行う。このような業務を円

滑に進めることができるよう、地域の医師会、医療機関との協力、連携体制の充実

を図ることが必要である。

(2) 地域の医療機関に対し、要保護児童を発見した場合の通告窓口を周知するなどに

より、児童虐待の問題を医療機関が発見した場合には、速やかに児童相談所へ通告

されるよう体制を整えておくとともに、子どもの身体的・精神的外傷に対する治療

や、精神医学的治療を必要とする保護者等の治療が適切かつ円滑に行われるよう体

制整備に努める。

(3) 障害児や病児等長期的な療育や福祉的援助が必要な子どもを医療機関が把握した

場合には、保護者に児童相談所への相談を勧めてもらうよう体制を整えておく。

第16節 婦人相談所との関係

、 、 、 、(1) 婦人相談所は保護を要する女子に関する種々の問題について 相談 調査 判定

指導を行い、必要に応じ一時保護を行う行政機関である。また、婦人相談所は、次

節の配偶者暴力相談支援センターにも指定されており、近年は、配偶者からの暴力

被害者に対する支援においても重要な役割を果たしている。

(2) 性非行を伴う女子の子どもの事例については、児童相談所と婦人相談所の業務が

重なる場合もあるので、十分協議し 善の援助が行われるよう努める。なお、配偶

者からの暴力の被害者の同伴児童の保護については、次節を参照。

(3) 子どものいる女子を婦人相談所が一時保護した場合であって、母子の分離を行う

ことが不適当な場合には、婦人相談所と十分協議する。

第17節 配偶者暴力相談支援センターとの関係

１．配偶者暴力相談支援センターの位置付け
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(1) 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図

るため、配偶者暴力防止法に基づき、配偶者からの暴力の被害者に対し次のような

支援を行う行政機関である。

① 相談への対応、他の相談機関の紹介

② 医学的又は心理学的な指導その他の指導

③ 被害者及びその同伴家族の一時保護（ただし、婦人相談所のみ実施可能）

④ 自立して生活することを促進するための制度（就業の促進、住宅の確保、援護

等）の利用等に関する情報提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助

⑤ 保護命令制度の利用についての情報提供、助言、関係機関への連絡その他の援

助

⑥ 被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供、助言、関係機関と

の連絡調整その他の援助

(2) 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設を配偶者暴

力相談支援センターに指定することとされている。実際に配偶者暴力相談支援セン

ターに指定されている機関としては、婦人相談所のほか、福祉事務所、女性センタ

ー等がある。

、 、 （ 。） 、また 平成16年の配偶者暴力防止法の改正により 市町村 特別区を含む も

当該市町村が設置する適切な施設を配偶者暴力相談支援センターに指定することが

できるとされたところである。

２．配偶者からの暴力の被害者の子どもの保護における連携

(1) 配偶者からの暴力の被害者が配偶者暴力相談支援センターに保護を求めた場合で

あって、その被害者に子どもがいる場合には、当該配偶者暴力相談支援センターと

よく連携し、子どもが年長の男児であり、婦人相談所一時保護所で一時保護するこ

とがふさわしくない場合に一時保護を引き受けることはもちろん、その子どもにと

って 善の援助がなされるよう児童相談所としても積極的に関与する。

(2) 特に、平成16年の児童虐待防止法の改正により、子どもが同居する家庭における

配偶者に対する暴力も児童虐待の一種であるとされた趣旨も踏まえ、その子どもが

面前で配偶者に対する暴力が行われる等により有害な影響を受けていないか等につ

いても、児童福祉の専門的知見を活用して検討し、適切に対応すべきである。

(3) なお、子ども又はその保護者に対応する場合、その対応によって配偶者からの暴

力の被害者が配偶者からの更なる暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受け

るなど、配偶者からの暴力の被害者及びその子どもの安全が損なわれることのない

よう、事前に必ず配偶者暴力相談支援センターと十分な協議を行うことが必要であ

る。
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第18節 法務局、人権擁護委員との関係

(1) 法務局、市町村の区域に置かれている人権擁護委員（以下本節において「法務

省の人権擁護機関」という ）は、子ども人権１１０番といった分野別の相談ツー。

ルを活用した子どもの人権に関する相談活動や啓発活動を行い、虐待の早期発見及

び未然防止に努めている。また、人権侵犯事件の調査及び対応を通じて、侵犯事実

の有無を確かめ、その結果に基づき、ケースに応じた適切な被害者救済のための措

置を講じるとともに、関係者に働きかけて、人権尊重に対する理解を深めさせ、子

どもの人権の擁護を図っている。

(2) 虐待ケースについては、その背景に、家庭内における様々な人間関係のトラブ

ルや関係者の人権尊重理念に対する無理解が存在する場合が少なくなく、当該ケー

スを通じ、関係者間の対話促進による関係調整、関係者への人権尊重の理念の啓発

を行う必要がある場合もあるので、児童相談所は、法務省の人権擁護機関と日頃か

ら情報の共有や意見交換の機会を持つなど十分な連携を図る必要がある。また、虐

待の未然防止の観点から、子どもの人権に関する一般啓発も重要であり、法務省の

人権 擁護機関から要請があった場合、必要に応じ啓発活動に協力するといった連

携も図る必要がある。

第19節 民間団体との関係

(1) 児童虐待防止法においては 「関係機関及び民間団体の間の連携の強化」に努め、

なければならないとされている。

児童虐待防止の取組においては、より多くの担い手が必要であることから、児童

虐待防止や子育て支援のための活動を行っている民間団体との連携について、積極

的に考慮する。

(2) 具体的な連携に当たっては、当該民間団体の有する専門性などに応じ、地域の実

情に応じた柔軟で多様な連携を図る。例えば、個別のケースにおける見守り的な支

援などの役割を民間団体が担うことが考えられる。

(3) 個人情報の保護には十分な配慮が必要であるが、そのことのみを理由として、連

携に消極的となるべきではない。

情報共有と守秘に関する協定を締結したり、要保護児童対策地域協議会を活用す

るなど、個人情報の保護に配慮した具体的な連携方策を検討すべきである。

第20節 その他の機関との関係

１．公共職業安定所

(1) 公共職業安定所は職業紹介、職業指導等の業務を行うために設置される行政機関

である。
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(2) 施設を退所した子ども等の自立を図るため、就業させる必要がある場合又は職業

訓練校等に入校させる必要がある場合等には、児童相談所は公共職業安定所等と十

分連携を図る。

２．地域障害者職業センタ－

(1) 障害者の職業評価、職業指導等を行うために設置される機関である。

(2) 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）に規定する障害者

雇用率制度、障害者雇用納付金制度等の雇用対策（障害者雇用に係る税法上の優遇

措置を含む ）については、知的障害者は身体障害者と同様に取り扱われることと。

されており、これらの施策上の知的障害者であるか否かについては、児童相談所等

のほか地域障害者職業センターも判定機関とされている。なお、この判定は、特別

児童扶養手当、障害者控除等の認定に係る判定でなく、また、知的障害者であるこ

との確認は、基本的には療育手帳によって行うものであるので、判定等を依頼され

た場合には適切に対応する。

(3) 地域障害者職業センタ－から、知能指数、身辺処理能力等に関して意見を求めら

れた場合は、子どもや保護者等のプライバシーに十分配慮しつつ適切に対応する。

３．精神保健福祉センタ－

、 、引きこもりに対する心のケアなど 思春期精神保健福祉に関する相談等については

児童相談所は精神保健福祉センタ－と十分連携を図り、相談援助活動を行っていく。

４．社会福祉協議会

(1) 社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業の調査、総合的企画、連絡・調整

等を行う団体である。

(2) 児童相談所は、子どもに対する相談援助活動、児童福祉に関する事業を企画、実

施する場合等において、必要に応じ社会福祉協議会と十分な連携を図る。

５．その他

児童相談所は、少年鑑別所、少年サポートセンター、保護観察所、保護司、人権擁

護委員、弁護士、いのちの電話、児童虐待防止センター等の民間虐待防止団体、ボラ

ンティア団体等、地域にある機関及び母子家庭等日常生活支援事業等各種事業を展開

している機関、団体等について十分把握し、連携を図る。

第８章 児童相談所の設備、器具、必要書類

第１節 設備等

(1) 児童相談所（一時保護所を除く ）には、所長室、事務室、相談室、会議室、待。

、 、 、 、 、 、 、合室 ファイル室 医務室 心理検査室 心理療法室 宿直室 児童所持品保管室

用務員室、倉庫その他子どもや保護者等の相談援助等に必要な部屋が必要である。

なお、各部屋の配置に当たっては、子どもや保護者等が心理的に安心できる空間作
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りに配慮することが望ましい。

また、屋外には継続指導等の実施のために十分な広さの子どもの遊び場があるこ

とが適当である。

(2) 一時保護所に必要な設備については、児童福祉施設 低基準第41条にいう児童養

護施設の基準を準用するが、具体的には、事務室、面接室、児童居室、学習室、遊

戯室、医務室、静養室、調理室、食堂、浴室、便所、夜間宿泊室、調理員室、用務

員室、洗濯場、倉庫等が必要である。特に、虐待や非行などにより一時保護が必要

な子どもについては、基本的には心理的に深い傷を受けている中・重度な状態にあ

る子どもの場合が多く、個別的なケアが必要であり、その子どもに対して適切に対

応できる静養室や個室などを設けることが必要である。また、屋外には運動遊びの

できる設備を備えた十分な広さの子どもの遊び場があることが適当である。このほ

か、強引な引取要求を行う保護者への対応も含め、外部からの不当な侵入を防止す

るために必要な体制の整備に努めることが必要である。

第２節 器具等

(1) 児童相談所には記録や文書作成に必要な物品のほか、各部屋にはその目的を達成

するために必要な器具、調度品等を備えておく。

(2) 訪問調査、巡回相談、児童移送等のために自動車を整備する。また、業務効率化

のため、コンピュ－タ等のＯＡ機器の設置が望ましい。

(3) 一時保護所には生活に必要な各種調度品、子どもの心身の安定化、成長に資する

器具等を整備する。

第３節 必要書類

(1) 児童記録票及びその他子どもに関連した書類は、それぞれの子どもごとに一括し

てファイルに収録し「児童記録票綴」とする。また、一時保護を行った子どもにつ

いては、一時保護児童票を作成し一時保護を行った子どもの内容について必要な事

項を記入し、児童記録票綴にファイルする。

(2) 児童相談所が相談援助活動を行うに当たって、保護者、関係機関等に交付する書

類には次のものがある。これらの書類は、逐次児童記録票綴にファイルしていく。

① 誓約書

② 措置決定通知書（保護者用、関係機関用）

③ 措置解除、停止、変更、延長決定通知書（保護者用、関係機関用）

④ 一時保護決定通知書（保護者用 、同解除通知書（保護者用））

（ 、 ）、 （ ）⑤ 委託一時保護決定通知書 保護者用 関係機関用 同解除通知書 保護者用

⑥ 関係機関に対する協力依頼書
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⑦ 家庭裁判所への送致書（法第27条第１項第４号、第27条の３）

⑧ 家庭裁判所、警察等通告児童の援助結果通知書

⑨ 警察から送致のあった児童に関する援助結果通知書

⑩ 家庭裁判所調査嘱託回答書

⑪ 同意書

⑫ 判定意見書、証明書

⑬ １歳６か月児、３歳児精密健康診査受診票

⑭ 出頭要求告知書（別添１及び３）

⑮ 告発状（別添２）

⑯ 臨検・捜索許可状請求書（別添４）

⑰ 面会・通信制限決定通知書（別添５及び７）

⑱ 面会・通信制限解除決定通知書（別添６）

⑲ 接近禁止命令書（別添８）

⑳ 接近禁止命令取消書（別添９）

○ 児童虐待防止法第13条の４に規定された報告書21

○ その他22

(3) 児童相談所が相談援助活動を行うに当たって、内部的に整理する必要のある書類

には、次のものがある。

① 相談受付台帳

② 受理会議録

③ 各部門業務日誌

④ 判定会議録

⑤ 援助方針会議録

⑥ 一時保護児童台帳

⑦ 観察会議録

⑧ 給食日誌

⑨ 児童措置台帳

⑩ 施設在籍児童台帳

⑪ 里親等委託台帳

⑫ 療育手帳台帳

⑬ 児童相談所業務日誌

⑭ 未委託里親等台帳

⑮ 子どもの所持物及び遺留物の保管台帳

⑯ 電話相談受付台帳

⑰ 重症心身障害児（者）名簿
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⑱ １歳６か月児、３歳児精密健康診査受診票綴

⑲ その他措置等の各段階における報告書等

第４節 統計

(1) 社会福祉行政業務報告（福祉行政報告例）のほか、随時種々の角度から児童相談

所の業務の実態を把握するため統計が行われることがあるが、これらの統計の基礎

は、児童記録票、各種の台帳等によることが適当である。

(2) 児童相談所の活動をより効果的なものとするためには、児童相談所業務の分析、

相談事例の分析、関係機関、関連制度等の情報の集積が不可欠である。これらの業

務の効率化のため、コンピュ－タ－の導入が望ましい。



図－１ 児童相談所における相談援助活動の体系・展開

調 査 社 会 診 断
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判定会議 会議 決定（ ）

・相 談 ・面接受付 （所長決裁）

・通 告 ・電話受付 （１２②） （所長決裁）一時保護 行 動 診 断

・送 致 ・文書受付

保護／観察／指導

援 助 の 実 行（３３）

その他の診断

（子ども、保護者、関係機関等への継続的援助）

（結果報告、方針の再検討）

援 助 の 終 結 、 変 更

（受理、判定、援助方針会議）

※

援 助

１ 在宅指導等 ２ 児童福祉施設入所措置 （２７①Ⅲ）

（１）措置によらない指導 （１２②） 指定医療機関委託 （２７②）

ア 助言指導 ３ 里親、小規模住居型児童養育事業委託措置 （２７①Ⅲ）

イ 継続指導 ４ 児童自立生活援助の実施 （３３の６①）

ウ 他機関あっせん ５ 福祉事務所送致、通知（２６①Ⅲ、６３の４、６３の５）

（２）措置による指導 都道府県知事、市町村長報告、通知 （２６①Ⅳ，Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ）

ア 児童福祉司指導 （２６①Ⅱ、２７①Ⅱ） ６ 家庭裁判所送致 （２７①Ⅳ、２７の３）

イ 児童委員指導 （２６①Ⅱ、２７①Ⅱ） ７ 家庭裁判所への家事審判の申立て

ウ 児童家庭支援センタ－指導 （２６①Ⅱ、２７①Ⅱ） ア 施設入所の承認 （２８①②）

エ 知的障害者福祉司、社会福祉主事指導 （２７①Ⅱ） イ 親権喪失宣告の請求 （３３の６）

オ 障害児相談支援事業を行う者の指導 （２６①Ⅱ、２７①Ⅱ） ウ 後見人選任の請求 （３３の７）

カ 指導の委託 （２６①Ⅱ、２７①Ⅱ） エ 後見人解任の請求 （３３の８）

（３）訓戒、誓約措置 （２７①Ⅰ）

（数字は児童福祉法の該当条項等）
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図－２ 市町村・児童相談所における相談援助活動系統図

注：市町村保健センターについては、市町村の児童家庭相談の窓口として、一般住民等からの通告等を受け、相談得助業務を実施する場合も想定される。
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